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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次 第94期 第95期 第96期 第97期 第98期

決算年月 2022年３月 2023年３月 2024年３月 2025年３月 2026年３月

売上高 (百万円） 1,045,735 1,104,152 1,151,966 1,188,097 1,237,846

経常利益 (百万円） 28,637 27,440 30,545 31,684 29,807

当期純利益 (百万円） 19,639 19,251 20,638 22,864 22,031

持分法を適用した場合の投資利益 (百万円） － － － － －

資本金 (百万円） 15,869 15,869 15,869 15,869 15,869

発行済株式総数 (千株） 63,553 63,553 63,553 63,000 62,000

純資産額 (百万円） 243,741 259,700 277,962 287,669 301,738

総資産額 (百万円） 448,877 476,936 495,697 507,048 532,171

１株当たり純資産額 (円） 3,878.33 4,132.28 4,422.87 4,664.19 4,963.27

１株当たり配当額
(円）

78.00 82.00 94.00 105.00 120.00

（うち１株当たり中間配当額） (39.00) (41.00) (45.00) (50.00) (57.00)

１株当たり当期純利益 (円） 310.34 306.33 328.40 366.46 358.99

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
(円） － － － － －

自己資本比率 (％） 54.3 54.5 56.1 56.7 56.7

自己資本利益率 (％） 8.2 7.6 7.7 8.1 7.5

株価収益率 (倍） 14.7 16.4 12.5 10.9 13.4

配当性向 (％） 25.1 26.8 28.6 28.7 33.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円） 21,949 16,594 26,790 20,675 24,929

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円） △10,170 △6,093 △6,268 △428 △402

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円） △8,731 △5,177 △5,520 △11,324 △11,160

現金及び現金同等物の期末残高 (百万円） 40,670 45,993 60,994 69,916 83,282

従業員数
(人）

2,168 2,187 2,237 2,283 2,363

（外、平均臨時雇用者数） (4,794) (5,046) (5,356) (5,574) (5,856)

株主総利回り
(％）

77.3 86.5 72.9 72.4 88.3

（比較指標：配当込みTOPIX） (102.0) (107.9) (152.5) (150.2) (202.2)

最高株価 (円） 6,050 5,180 5,330 4,813 5,058

最低株価 (円） 3,980 3,920 3,933 3,870 3,610

（注）１．当社は連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記
載しておりません。

２．持分法を適用した場合の投資利益については、重要な関連会社が存在しないため記載しておりません。
３．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
４．最高株価及び最低株価は、2022年４月４日より東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前
については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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２【沿革】

年月 事項

1898年12月

1918年５月

角倉種次郎が、化粧品・小間物商として「おぼこ号角倉支店」を創業。

合資会社角倉商店設立。

1928年12月 業容の拡大を図るため、合資会社を株式会社に改組。株式会社角倉商店に商号を変更。

1938年４月 雑貨関係の販売を目的に角倉商事株式会社設立。

1944年２月 戦時下の事業継続を図るため、角倉商事株式会社を角倉化工株式会社に商号を変更。

1947年３月 角倉化工株式会社を大五商事株式会社に商号を変更。

1949年５月 大五商事株式会社を株式会社大粧に商号を変更。

1950年12月 株式会社角倉商店が経営の効率化を目的に株式会社大粧と合併。

1951年１月 株式会社大粧に商号を変更。

1964年１月 株式会社名粧と合併。名古屋市西区に名古屋支社（現　中部支社）開設。

1965年１月 株式会社大粧堂と合併。東京都千代田区に東京支社開設。

1976年10月 株式会社大粧を株式会社パルタックに商号を変更。

1977年４月 株式会社大伸と合併。福岡市博多区に福岡支社（現　九州支社）開設。

1988年５月 株式を日本証券業協会より店頭登録銘柄として承認され、東京・大阪両地区で売買開始。

1998年４月 北陸・中部地区の販売強化及び経営体質の強化のため株式会社新和と合併。

1998年10月 関東首都圏の販売強化及び経営体質強化のため、株式会社ドメス、株式会社スミック及び株式会社折目の

３社それぞれの営業の一部譲受け。横浜支社開設。

1999年３月 集約による物流の効率化を図るためＲＤＣ近畿開設。（※１）

1999年10月 仙台支店（現　東北支社）開設。

2001年10月 山陽地区の販売強化及び経営体質の強化のため株式会社新和パルタックと合併。広島支店（現　中四国支

社）開設。

2001年11月 集約による物流の効率化を図るためＲＤＣ九州開設。

2002年４月 株式会社香川パルタック、株式会社徳島パルタック及び株式会社シンコーパルタックの３社と合併。四国

支店（現　中四国支社）開設。

2002年10月 物流受託事業展開のため、株式会社ワッツ・ジャパン設立。

2003年４月

2003年４月

経営基盤の強化と経営の効率化を図るため株式会社小川屋と合併。関東支社（現　東京支社）開設。

経営基盤の強化と経営の効率化を図るため加納商事株式会社と合併。

2004年９月 物流受託事業展開のため、株式会社アイザス設立。

2004年12月 日本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券取引所に株式を上場。

2005年１月 産業再生機構の支援を受けていた粧連株式会社から営業譲受け。北海道支社開設。

2005年４月 株式会社鹿児島パルタックと合併。鹿児島支店開設。

2005年５月 集約による物流の効率化を図るためＲＤＣ四国開設。

2005年９月 ジャスダック証券取引所上場廃止。

2005年10月 医療用医薬品等卸株式会社メディセオホールディングス（東証一部上場）との株式交換の方法により経営

統合。同社の完全子会社となる。また、同社は株式会社メディセオ・パルタックホールディングス（現　

㈱メディパルホールディングス）に商号を変更。

2006年４月 株式会社メディセオ・パルタックホールディングス（現　㈱メディパルホールディングス）の完全子会社

である株式会社アルコスと合併。

2006年10月 株式会社クラヤ三星堂（現　㈱メディセオ）、株式会社エバルスよりヘルスケア事業の営業を譲受け。

2006年12月 集約による物流の効率化を図るためＲＤＣ中国開設。

2007年５月 集約による物流の効率化を図るためＲＤＣ堺開設。

2007年７月 完全子会社の松江共和物産株式会社と合併。
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年月 事項

2008年４月 株式会社メディセオ・パルタックホールディングス（現　㈱メディパルホールディングス）の完全子会社

である株式会社コバショウと合併。株式会社パルタックＫＳに商号を変更。

2008年10月 完全子会社の株式会社エイコーと合併。

2009年３月 完全子会社の株式会社アイザス、株式会社ワッツ・ジャパンと合併。

2009年４月 株式会社Ｐａｌｔａｃに商号を変更。

2009年５月 集約による物流の効率化を図るためＲＤＣ北海道開設。

2009年11月 東北地区における物流の効率化を図るためＲＤＣ東北開設。

2010年３月 東京証券取引所市場第一部及び大阪証券取引所市場第一部に株式を上場。（※２）

2010年10月 物流受託事業の基盤強化のため、高槻物流センター開設。

2011年１月 神奈川地区及び首都圏での高品質・ローコスト物流サービスの提供を目的として、当社最大規模のＲＤ

Ｃ横浜開設。

2011年２月 沖縄県における高品質・ローコスト物流サービスの提供を目的として、ＲＤＣ沖縄開設。

2012年３月 ＢＣＰ（事業継続計画）の強化及び本社機能の効率化を図るため大阪市中央区に本社移転。

2012年11月 東海地区における物流拠点の集約及び出荷能力の増強を図るためＲＤＣ中部（現　ＲＤＣ中部第１セン

ター）を開設。

2013年４月 中国地区及び四国地区の営業強化のため、両地区の支社を統合し中四国支社を開設。

2013年８月 東北地区におけるＲＤＣ東北との２拠点体制による物流の効率化を図るためＲＤＣ宮城開設。

2013年10月

2015年７月

2015年７月

2015年10月

2015年10月

2016年４月

2016年11月

2017年４月

2017年５月

北陸地区における物流の効率化を図るためＲＤＣ北陸開設。

株式会社ＰＡＬＴＡＣに商号を変更。

関東地区における出荷能力の増強と生産性の向上を図るため、当社最大規模となるＲＤＣ関東開設。

東北地区における物流の効率化を図るため、ＦＤＣ青森及びＦＤＣ八戸開設。（※３）

経営基盤の強化と経営の効率化を図るため、伊東秀商事株式会社と合併。

東海地区及び北陸地区の営業強化のため、中部支社を名古屋支社と北陸支社に分割。

首都圏及び関東地区の営業強化のため、東京支社と関東支社を統合し、新たに東京支社を開設。

関東地区における物流の効率化を図るため、ＦＤＣ白岡開設。

中国地区における物流の効率化を図るため、ＦＤＣ広島開設。

2018年７月 信越地区における出荷能力の増強と新物流モデル導入による生産性向上を図るためＲＤＣ新潟開設。

2019年10月

 

2022年４月

2022年９月

2022年12月

2023年４月

首都圏における出荷能力の増強と新物流モデル展開による生産性向上を図るため、当社最大規模のＲＤＣ

埼玉開設。

東京証券取引所の市場区分再編に伴い、市場第一部からプライム市場へ移行。

海外事業強化のため、ベトナム社会主義共和国にPALTAC VIETNAM COMPANY LIMITED設立。

物流受託事業の基盤強化及び関東地区の物流効率化と出荷能力増強のため、栃木物流センター開設。

経営の効率化及びサービス機能の充実を図るため、名古屋支社と北陸支社を統合し、中部支社を開設。

2024年２月 海外事業強化のため、インドネシア共和国にPT PALTAC TRADING INDONESIA設立。

（注）※１．ＲＤＣ（Regional Distribution Center）とは、大型物流センターのことをいいます。

※２．2013年７月に大阪証券取引所の現物市場が東京証券取引所に統合されました。

※３．ＦＤＣ（Front Distribution Center）とは、発注頻度の高いケース商品を在庫し、ＲＤＣを支援する物

流センターのことをいいます。
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３【事業の内容】

当社グループは、株式会社メディパルホールディングスを親会社として、当社と非連結子会社３社で構成されてお

ります。化粧品・日用品、一般用医薬品等をメーカーから仕入れ、全国の小売業に販売することを主たる事業として

おり、メーカーと小売業の間に立ち、流通段階で欠かすことのできない物流、在庫、情報伝達、金融等の機能を提供

しております。

 

［事業系統図］

　当社グループの事業系統図は、次のとおりであります。

 

 

４【関係会社の状況】

名称 住所
資本金
（百万円）

主要な事業の内容
議決権の所有
又は被所有割
合（％）

関係内容

（親会社）      

㈱メディパルホールディン

グス
東京都中央区 22,398

持株会社として関係

会社の支配・管理・

支援

被所有

52.4

保険料等の支払・受取

役員の兼任等

（注）１．主要な事業の内容欄には、代表的な事業の名称を記載しております。

２．同社は、有価証券報告書を提出しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ＰＡＬＴＡＣ(E02691)

有価証券報告書

  5/110



第２【事業の状況】

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社の経営方針、経営環境及び対処すべき課題等は、以下のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

(1）会社の経営の基本方針

当社は、「美と健康」に関する生活必需品をフルラインで安定的に供給する企業として、高品質・ローコストの物

流機能と小売業の利益経営に貢献する営業機能を両軸に、メーカーから小売業に至るまでのサプライチェーン全体の

最適化・効率化に貢献する中間流通業を目指すことを基本方針としております。

 

(2）経営環境及び優先的に対処すべき課題等

当社は、持続的成長に向けた事業運営において、労働人口減少、少子高齢化、価値観の多様化、気候変動や資源エ

ネルギーの不足を重要な環境の変化と捉えております。これらの変化により、国内経済縮小による収益の減少や事業

運営コスト高騰による収益性の低下などのリスクが高まる可能性がある一方で、高効率物流に対するニーズの高まり

やデータを活用した流通ソリューションの浸透などにより、新たな機能提供に伴う収益機会が生まれると考えており

ます。これらの変化を捉え持続的成長を果たすために、「つなぐ力で人と社会のミライを創る」をスローガンとする

長期ビジョンにおいて、当社の存在意義、収益機会の獲得、リスクの低減の観点から、以下の４つを優先的に対処す

べき課題と認識しております。

 

長期ビジョンのスローガンと重要課題
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(3）経営戦略等

当社は、優先的に対処すべき課題の解決に向け、長期ビジョンと足許の現状との双方からのアプローチにより2027

年３月期までの３か年の中期経営計画「PALTAC VISION 2027」を策定いたしました。この３か年を、長期ビジョン実

現に向けた「構造改革による変革基盤の構築」の期間と位置づけ、既存事業の収益性改善、新たな価値創造に向けた

挑戦、サステナビリティの向上、資本効率を意識した経営の実践に取り組んでまいります。

 

中期経営計画「PALTAC VISION 2027」の位置づけ

 

 

変革基盤構築のポイント

 

 

なお、2026年５月11日公表の「当社親会社である株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する公

開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、株式会社メディパルホールディングス

による当社株式に対する公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式が上場廃止となる予定です。このた

め、中期経営計画の最終年度である2027年３月期の目標指標は記載しておりません。
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２【サステナビリティに関する考え方及び取組】
　当社のサステナビリティに対する考え方及び取組は以下のとおりであります。
　なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。
 
　当社は、いつの時代も「人々の豊かで快適な生活の実現」を目指して、流通の最適化・効率化を通じて社会課題の
解決に取り組んでまいりました。社会が目まぐるしく変化を続ける現在、この先のミライにおいても人々の豊かで快
適な生活を実現していくためには、流通にさらなるイノベーションを起こすことが必要不可欠と考えております。当
社は、お取引先さまをはじめとするすべてのステークホルダーのみなさまとの「つながり」、創業以来125年以上に
わたり築き上げた「つなぐ力」を活かして流通のイノベーションに挑戦いたします。社会全体の課題と当社の事業成
長における課題との関連性を踏まえて特定した重要課題（マテリアリティ）の解決により、社会や環境における新た
な価値の創造を通じた持続可能な社会の実現に貢献してまいります。
 

 
サステナビリティに関する考え方や取り組みは当社コーポレートサイトにも掲載しております。
（https://www.paltac.co.jp/sustainability/）
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(1）ガバナンス

　当社は、気候変動への適切な対応や人的資本の向上といったサステナビリティ課題への対応に向けて、代表取締
役社長の監督・指示のもと、担当取締役直下に設置したサステナビリティプロジェクトを中心に全社横断的な取り
組みを進めております。サステナビリティプロジェクトでは、事業に影響を及ぼすリスク・機会の特定、及びそれ
らへの対応方針の立案を行っております。これらの結果は、プロジェクトの事務局を担うＣＳＲ推進本部が定期的
に取締役会に報告し、取締役会において当該報告内容に関する管理・監督を行っております。
 

 
 
 

(2）リスク管理

　当社は、経営目標の達成に向けて、事業遂行上に存在し得るリスク要因に適切に対応し、企業の社会的責任を果
たすことを目的に「リスクマネジメント基本規則」を制定しております。リスク管理体制については、リスク管理
の統括部署であるＣＳＲ推進本部が中心となり、経営層・各部門と連携し、気候変動や人的資本投資などサステナ
ビリティの観点を含む事業運営に影響を及ぼすリスクの抽出・分析、影響度・発生可能性等を基準とした重要性の
評価、及び対応方針の立案を行っております。これらのプロセスを経て特定した「重要なリスク」は、定期的に取
締役会に報告され、取締役会において管理・監督を行い、中期経営計画の戦略に織り込んで対応を進めておりま
す。
　サステナビリティに関する事項を含む具体的なリスクに関しては「３.事業等のリスク」を参照ください。
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(3）戦略並びに指標及び目標

①気候変動対応

イ．戦略

　異なるシナリオ（２℃未満、４℃）における事業インパクトを評価するとともに、気候関連リスク・機会に対

する自社戦略のレジリエンスを評価することを目的として、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）や、気候変動に関す

る政府間パネル（ＩＰＣＣ）が公表する複数のシナリオを参照し、2030年時点における気候変動の影響について

分析を実施いたしました。

　分析の結果、２℃未満シナリオでは、炭素税等の導入や気候変動対応への取り組み遅延による取引縮小等のリ

スクが高まる一方で、エシカル商材等の需要拡大が見込まれると認識いたしました。４℃シナリオでは、主なリ

スクとして自然災害による供給網への被害が想定されます。しかし、当社は平時より大規模災害等の様々なリス

クを想定した実効性のあるＢＣＰを策定しており、その一つとして、１つのセンターが被災により出荷不能に

陥ったとしても、他センターから配送を補完するバックアップ体制を整えております。そのため、2030年時点で

の自然災害による物理的リスクの影響は大きくないと考えております。

　一方で、機会については、気温上昇に伴う夏物商材や災害対策商材等の需要拡大が見込まれると認識いたしま

した。また、いずれのシナリオにおいてもコスト上昇圧力が強まることが見込まれますが、これはリスクである

一方、当社が築き上げてきた「強み」であるローコストかつ高効率物流網を活かす機会でもあると考えておりま

す。当業界は、店舗における人手不足や配送ドライバー不足への対応など喫緊の課題に直面しており、気候変動

以外を要因とするコスト上昇圧力も強まっております。当社は、このような環境下において、強みである「物流

機能」、中間流通で培った「つながり」にイノベーションを起こすことで、負担を生まない流通づくりに努め、

リスクの低減および収益機会の獲得を図ってまいります。

 

■リスクと機会

区　分 内　容
影響度

２℃未満 ４℃

リ

ス

ク

移

行

政策・

法規制

・炭素税等の導入によるコスト増加

・配送業者のコスト増加による配送単価の上昇
中 小

評判 ・気候変動対応への取り組み遅延による取引縮小 中 小

物

理

慢性

・気温上昇による季節商材（冬物）等の需要減少 小 小

・気象パターンの変化による原材料費の高騰

（仕入原価の上昇）
小～中 小～中

急性 ・異常気象の激甚化による供給網への被害（物的・人的） 小 小

機

会

販売機会の

増加

・生活者のエシカル消費ニーズの拡大

・災害対策商材の需要増加
小～中 小

・気温上昇による季節商材（夏物）や熱ストレス対策商材

等の需要増加
小 小

相対的

競争力の上昇

・気候変動対策に伴うコスト上昇効果を最小限に抑える

ローコスト物流網へのニーズ上昇
小～中 小

・安定供給を維持する物流基盤へのニーズ上昇

（ＢＣＰ対策及び全国ＲＤＣ物流網）
小～中 小～中

事業/財務影響度の評価　　　　大：事業戦略への影響または財務的影響が大きいことが想定される

　　　　中：事業戦略への影響または財務的影響が中程度と想定される

　　　　小：事業戦略への影響または財務的影響が小さいことが想定される
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ロ．指標と目標

　当社は、今世紀末までの気温上昇２℃未満実現に貢献するため、Ｓｃｏｐｅ１・２について「2030年度（2031

年３月期）にＣＯ２排出量2020年度（2021年３月期）比50％削減」「2050年度（2051年３月期）にＣＯ２排出量

実質ゼロ」の目標を設定しております。目標達成に向けた指標としては、「PALTAC VISION 2027」における重要

な非財務目標として「2026年度（2027年３月期）にＣＯ２排出量2020年度（2021年３月期）比28％削減」を設定

しております。当社のＳｃｏｐｅ１・２においては、物流センターの電力使用による排出が大半を占めておりま

すが、商品出荷を止めることはできないため、電力使用量を大幅に減らせないなか排出削減を実現する必要があ

り、再エネを「創る」「買う」施策を中心に目標達成に向けた取り組みを進めております。具体的には、太陽光

発電システムを設置可能な物流センターの屋上へ順次設置するとともに、環境証書の購入や再エネ電力プランへ

の切り替えにより再エネ電力を調達し、段階的な削減を進めてまいります。当事業年度においては、環境証書の

購入や営業車の環境配慮車（ハイブリッド車等）への切り替えを進めたほか、電力使用量の多い関東エリアにお

ける再エネ電力調達の導入準備を進め、翌事業年度から昼間電力の100％を再エネ電力として調達することとな

りました。また、これらの取り組みに向けた資金に充当することを目的に、2025年８月４日に公表いたしました

とおり「ＥＳＧ自己株式取得」の手法を用いて自己株式の取得を実施いたしました。

　Ｓｃｏｐｅ３については、商品輸送に伴うＣＯ２排出量（ＧＨＧプロトコル：カテゴリー４）の削減に向け

て、配送効率化に向けた既存の取り組みを加速させるとともに、お取引先様との連携・協働により取り組みの幅

を拡大することで、事業活動を通じたＣＯ２排出量の削減を進めております。その他のカテゴリーにおいては、

当社事業との関連度を考慮したうえで、ＣＯ２排出量の算定及び算定精度の向上に努めるとともに、削減可能性

の調査・情報収集を行い、順次対応してまいります。

 

目標 指標 実績

脱炭素社会移行への貢献・

　ＣＯ２排出量 Ｓｃｏｐｅ１・２

2031年３月期　50％削減

　（2021年３月期比）

2051年３月期　実質ゼロ

2027年３月期　28％削減

　（2021年３月期比）

 

2024年３月期　14.8％削減

2025年３月期　19.0％削減

2026年３月期　24.5％削減

　　　　　　　　（速報値*）

* 2026年３月期におけるＣＯ２排出量削減率につきましては、環境証書（ＦＩＴ非化石証書）の取得による削
減効果を含んでおりますが、当該削減量の算定に用いるＦＩＴ補正率が未公表（2026年７月頃公表予定）で
あるため、速報値として示しております。確定値は、ＦＩＴ補正率の公表後に、当社コーポレートサイト等
で公表いたします。

 
気候変動への対応に関する取り組みは、当社コーポレートサイトにも掲載しております。
（https://www.paltac.co.jp/sustainability/environment/）
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②人的資本・多様性

イ．戦略

　当社は、人財こそが価値創造の源泉かつ最も重要な資産であると考えており、長期ビジョンにおいて、多様な

人財が互いを尊重し合い、自律・自発の活躍を通じて、組織ひいては社会とともに成長していくことを目指して

おります。ビジョンの実現に向けては、「多様な人財の育成・確保」、「活躍を促す環境の整備」、「健康経営

の推進」に積極的な投資を実行することで、各取り組みの相乗作用により、自律・自発の組織風土の醸成と従業

員エンゲージメントの向上を図ってまいります。

　多様な人財の育成・確保については、既存の枠組みにとらわれず、新たな流通の形をデザインできる人財や、

デジタル技術を最適な形で活用し、アイデアを具現化できる人財など、長期ビジョンの実現に向けて必要となる

人財のポートフォリオを構築し、ポートフォリオに沿った能力開発プログラムの設計と運用および柔軟な採用を

進めてまいります。また、育成においては、ジョブポスティングやジョブローテーションの活性化を通じて、新

たな学習の機会を提供するとともに、異なる部門という視点での「知と経験のダイバーシティ」にもつなげてい

く考えです。

　活躍を促す環境の整備については、自律的なキャリア形成をサポートする制度の整備、タレントマネジメント

を活用した人財一人ひとりの特性に応じた最適配置などにより「働きがい」を高めてまいります。加えて、性別

などの属性を問わず活躍を促すための各種制度の整備や働き方改革、オフィスの快適性向上などのワークプレイ

ス最適化により、多様な価値観を最大限活かせる「働きやすい環境」を構築してまいります。

　健康経営の推進については、セミナーや研修の充実による一人ひとりの意識向上、心と身体の健康を守る各種

サポートの充実、職場の労働安全衛生を守る専門チームの強化などを通じて、すべての取り組みの根幹となる従

業員の健康と安全をトータルでケアする体制を強化してまいります。
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ロ．指標と目標

　当社は、長期ビジョンにおいて、「多様な人財が自律・自発で活躍する組織の構築」を解決すべき重要課題の

一つと位置付けております。当事業年度においては、前事業年度より進めてきた制度・施策の定着と実効性の向

上を図るとともに、多様なキャリアや経験を有する人財が、それぞれの能力を発揮し、組織の成果につなげるた

めの基盤整備を進めてまいりました。

　多様な人財が有する経験や知見を組織の力として活かすため、女性社員のキャリア形成を支援する研修や意見

交換の場を継続して設け、働き方やキャリアに関する意識醸成及び職場環境の改善に取り組んでおります。加え

て、シニア人財の活躍促進に向けては、役職定年後も、これまで培ってきた知見や経験を活かし、組織の目標達

成、人財育成及び業務の標準化等に貢献できるよう、役割及び等級を見直し、新たな制度の運用を開始いたしま

した。

　こうした人財の活躍を支える環境整備として、社員一人ひとりが業務特性やライフスタイルに応じて自律的に

働くことができる環境を整えるため、2025年４月に導入したフレックスタイム制度については、運用状況を踏ま

え、翌事業年度から一部職種で適用していたコアタイムを廃止し、勤務時間の選択可能範囲を拡大することとい

たしました。また、フリーアドレスの導入やコミュニケーションスペースの整備を通じて、柔軟かつ効率的な働

き方を支えるとともに、部門を越えた連携やコミュニケーションを促進するオフィス環境の整備を進めておりま

す。

　人財の能力開発については、各本部主催の研修や公募型研修を通じて専門性の向上を図るとともに、生成ＡＩ

をはじめとするデジタル技術の業務活用に関する教育・研修の強化に取り組んでおります。ＡＩ・データを活用

して業務課題の発見・解決を担える人財を育成することで、業務効率化や付加価値創出につながる業務変革の基

盤づくりを進めてまいります。

　さらに、従業員が持続的に能力を発揮できるよう、健康情報管理システムを活用した健康診断結果の効率的な

管理や、定期的な健康情報の発信を通じて、従業員の健康意識の向上と組織全体の健康増進に継続して取り組ん

でおります。

　目標達成に向けた指標としては、「PALTAC VISION 2027」における重要な非財務目標として、多様性確保の観

点から、「管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合」、「男性労働者の育児休業取得率」、エンゲー

ジメント向上の観点から、「エンゲージメントスコア」を設定しております。当事業年度における実績について

は、以下のとおりとなっております。

 

目標 指標 実績

多様な人財が自律・自発で

活躍する組織の構築

・管理的地位にある労働者に占める

女性労働者の割合

　2027年３月期　8.4％

・男性労働者の育児休業取得率

　2027年３月期　60％

・エンゲージメントスコア

　2027年３月期　55.0

・管理的地位にある労働者に占める女

性労働者の割合

　2024年３月期　6.7％

　2025年３月期　6.9％

　2026年３月期　8.3％

・男性労働者の育児休業取得率

　2024年３月期　30.0％

　2025年３月期　47.9％

　2026年３月期　62.5％

・エンゲージメントスコア

　2024年３月期　48.1

　2025年３月期　51.2

　2026年３月期　51.7

 

人的資本に関する取り組みは、当社コーポレートサイトにも掲載しております。

（https://www.paltac.co.jp/sustainability/social/）
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３【事業等のリスク】

当社では、経営目標の達成に向けて、事業遂行上に存在し得るリスク要因に適切に対応し、企業の社会的責任を果

たすことを目的に「リスクマネジメント基本規則」を制定しております。リスク管理体制については、リスク管理の

統括部署であるＣＳＲ推進本部が中心となり、経営層・各部門と連携し、事業運営に影響を及ぼすリスクの抽出・分

析、影響度・発生可能性等を基準とした重要性の評価、及び対応方針の立案を行っております。これらのプロセスを

経て特定した「重要なリスク」は、定期的に取締役会に報告され、取締役会において管理・監督を行い、中期経営計

画の戦略に織り込んで対応を進めております。

 

 

投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

 

（1）労働人口減少に関するリスク

　当社は、多くの従業員により事業活動を行っていることから、昨今の労働人口減少は、持続的成長の実現に向けて

対応すべき重要な環境変化の１つと認識しております。労働人口減少は、人件費の高騰や人材の確保が困難となるな

ど、当社のみならず業界全体に大きな影響を及ぼします。このため、魅力ある職場環境や人事制度の構築、従業員の

スキル向上に向けた継続的な育成やキャリア人材の積極採用、既存物流センターの改善活動による生産性の向上、及

び大幅に生産性を向上させる新物流モデルの開発などに取り組み、労働人口減少に向けた対応を行っております。し

かしながら、想定を超える労働市場の逼迫により、さらなる人件費の高騰や計画どおりに人材を確保できない場合

は、事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（2）配送に関するリスク

当社は、物流センターを起点として小売業へ商品配送を行っております。配送については、外部の配送業者へ委託

しておりますが、労働人口の減少に伴うドライバーの人手不足が懸念されるなか、商品の安定供給を維持するため、

配送業者や小売業をはじめとするパートナー企業との連携・協働により配送改善・効率化を進めております。しかし

ながら、今後の配送業者における人手不足が、新たな法改正などによりさらに深刻化する場合には、当社が負担する

配送費の増大や安定供給に支障をきたすなど事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（3）事業環境の変化に関するリスク

当社が属する化粧品・日用品、一般用医薬品業界において、業種・業態を超えた競争の激化やＭ＆Ａによる規模拡

大が続いております。このため、当社では取引先のニーズを捉え、環境の変化に即座に対応できる組織を構築してお

ります。しかしながら、今後さらなる競争の激化や取引先の企業再編等により取引先の政策や取引条件が大幅に変更

された場合には、業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、近年の世界的な地政学リスクの高まりに伴い、エネルギー価格や原材料価格の高騰、さらにはサプライ

チェーンに混乱が生じた場合には、当社の事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。
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（4）情報システム・情報セキュリティに関するリスク

当社は、重要な営業・物流施設であるＲＤＣの運営・管理において、独自の情報システムやコンピュータネット

ワークを用いております。自然災害などに対応するため、基幹システムのクラウド化によるデータの分散保管など、

被災時の早期復旧を可能とする仕組みを整え、事業継続性の向上に努めております。また、情報セキュリティ事故が

発生した場合においても、迅速かつ的確に対処し事業への影響を最小限に抑えるために、ＣＳＩＲＴを中心に平時よ

り緊急対応体制の整備を進めております。しかしながら、想定を超える自然災害などの発生により、機能停止した場

合などは、販売・物流に大きな支障が生じる可能性があります。また、コンピュータウイルスの侵入を防止するた

め、ソフトの導入及びシステムの監視体制を構築しておりますが、サイバー攻撃などによるシステム障害や情報漏洩

が発生した場合は、事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（注）ＣＳＩＲＴ（Computer Security Incident Response Team）とは、サイバーセキュリティの有識者及び有資格者

を中心に構成したセキュリティチームを指し、重大事故発生時は、情報管理委員会や各部門などと連携し、事故

の収束までを対応いたします。

 

（5）自然災害・感染症等の発生に関するリスク

当社は、全国に多数の事業所、物流センターを設置し、多くの従業員により事業活動を行っております。自然災害

や感染症の拡大等による損失を最小限に抑えるため、一部の事業所の物流機能が不全となった場合においても、他の

事業所からバックアップできる体制を敷くなど、事業継続計画（ＢＣＰ）の整備に努めております。しかしながら、

大規模な自然災害の発生等によるライフラインや交通網の寸断、感染症の流行に伴うロックダウンなど予期せぬ事態

が発生した場合、物流サービスの提供などに支障が生じ業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（6）気候変動に関するリスク

当社が属する生活必需品の流通業界においても、気候変動への対応は業界全体で対応すべき重要なテーマであると

認識しております。当社は気候変動をはじめ環境に関する社会的課題を持続的成長に向けて解決すべき重要課題の一

つとして捉え、中長期戦略に織り交ぜた対応を進めております。しかしながら、気候変動による自然災害の増加に

よってもたらされる供給網への被害や原材料費高騰により仕入原価の上昇などの物理的な被害や炭素税等の導入をは

じめとする脱炭素社会への移行コストにより当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（7）固定資産の減損に関するリスク

他事業者との競合規模や当社の事業領域の拡大、日々進化し続けるデジタル技術の活用など当社を取り巻く環境が

変化するなか、持続的成長に向けた物流・情報システム機能を充実・拡大するための設備投資を積極的に実施してお

ります。設備投資の実施に際しては、事業収益性や費用対効果などの見積もりを行い、取締役会などにおける議論を

通じて投資の可否を決定しております。しかしながら、事業環境の著しい変化や収益状況の悪化などにより、固定資

産の減損損失を計上する必要が生じた場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（8）コンプライアンスに関するリスク

当社は、ステークホルダーのみなさまから信頼され永続的に発展する企業であるためには、一人ひとりが、法令の

遵守はもちろんのこと、社会におけるルールやマナーを守り、高い倫理観を持って行動することが重要であると考え

ております。このため一人ひとりがコンプライアンスの重要性について理解を深められるよう、集合研修やオンライ

ン研修など様々な教育・研修を行っております。しかしながら、コンプライアンス上のリスクは完全に排除すること

は困難であり、法令等に抵触する事態が発生した場合、当社の社会的信用の低下や発生した損害に対する賠償金の支

払いなどにより、事業活動及び業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（9）特有の法的規制等に係るもの

当社は、一般用医薬品及びその関連商品を取り扱っております。このため主に医薬品医療機器等法などの関連法規

の規制を受けており、各事業所が所轄の都道府県知事より必要な許可、登録、指定及び免許を受け、あるいは監督官

公庁に届出の後、販売活動を行っております。このため、主管部門であるＣＳＲ推進本部において必要な許認可等の

取得及び法令遵守の環境維持に努めておりますが、法令違反等によりその許認可等が取り消された場合や許認可等が

得られない場合は、当社売上のおよそ１割を占める商品の全部又は一部の販売が制限され事業活動及び業績に影響を

及ぼす可能性があります。
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（10）債権回収リスク

当社は、販売先との継続取引に伴う債権について、当該販売先との密な連携体制の強化や当社内における債権管理

の徹底、さらには取引信用保険の加入等により貸倒発生のリスクを抑える活動を行っておりますが、結果として販売

先の破産、民事再生等による債務不履行が発生した場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（11）商品在庫リスク

当社が所有する商品在庫及び販売先からの返品在庫は、ほとんどが仕入先へ返品が可能なため商品在庫リスクを回

避することができますが、仕入先の破産や民事再生等が発生した場合、商品在庫の価値低下を招くと同時に返品が不

能となるため、業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

（12）業績の変動について

当社の業績は、第４四半期において、他の各四半期に比べて売上高は減少する傾向にあり、利益も売上高の変動の

影響を受けて減少する傾向にあります。

これは主に、１月は年末にかけて日用品をまとめて購入する消費需要が12月に発生する影響により、また２月は営

業日数が少ないため他の月に比べて売上高が少なくなることによります。

このため、第３四半期までの業績の傾向が、年間の当社の業績の傾向を示さない可能性があります。

なお、2026年３月期における四半期毎の業績の概要は以下のとおりであります。

 

 2026年３月期

 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 年間

売上高　（百万円）

（構成比　％）

316,047

(25.5)

309,088

(25.0)

325,500

(26.3)

287,210

(23.2)

1,237,846

(100.0)

営業利益　（百万円）

（構成比　％）

7,623

(28.8)

6,271

(23.7)

8,053

(30.5)

4,482

(17.0)

26,430

(100.0)

経常利益　（百万円）

（構成比　％）

8,519

(28.6)

7,085

(23.8)

8,942

(30.0)

5,259

(17.6)

29,807

(100.0)
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（13）親会社グループとの関係

親会社グループは、「医療と健康、美」の流通で社会に貢献することを目指し、主な事業として「医療用医薬品等

卸売事業」、「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」、「動物用医薬品・食品加工原材料卸売等関連事業」を営

んでおります。当社は、その中で「化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業」を専属的に担っており、他のグループ

企業とは取扱商品や流通形態等が大きく異なることから、当社との間に競合関係は存在せず、親会社グループから影

響を受けることなく独自に営業活動を行っております。ガバナンス面における当社の事業戦略、人事政策等の経営判

断につきましては、全て当社が独立して主体的に検討のうえ決定しており、当社取締役会の決定が、グループ内の最

終決定となっております。

また、親会社を有する上場企業として、適正なガバナンス体制の構築に向け、独立した社外役員の積極的な登用を

進めており、取締役会は過半数を独立社外取締役（全13名のうち７名）で構成しております。さらに、当社と支配株

主等との取引においては、支配株主等との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンス

の充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成する、特

別委員会を設置しています。

一方で、親会社においても、少数株主の権利保護をはじめ当社の独立性確保は重要であるとの認識のもと、「グ

ループ会社基本規程」（適切なグループガバナンスの確保に向け制定された規程）のなかで、当社に対しては「独立

性を確保し、独自の資金調達、迅速な意思決定のもと積極的に事業展開を図ることで企業価値を向上させることがグ

ループ経営の観点からも望ましい」と明記しており、併せて当社事業にかかわる意思決定については当社の取締役会

がグループの中での最終意思決定機関である旨が明確になっております。

当事業年度末現在の親会社グループとの関係につきましては、次のとおりであります。

 

①　資本関係

当社親会社である株式会社メディパルホールディングスの持株比率は52.40％となっております。

 

②　人的関係

［役員の兼任］

当社役員について、上場企業としての独立性と親会社グループのグループガバナンスとのバランスの最適化を図る

ため、当社代表取締役社長吉田拓也は親会社の取締役を兼務し、また、親会社の常務取締役左近祐史を当社取締役と

して選任しております。
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③　取引関係

関連当事者取引のうち、親会社グループに関連する取引は以下のとおりであります。

（単位：百万円）
 

会社名 取引内容
取引金額

取引条件等
2025年３月期 2026年３月期

（親会社）

㈱メディパルホー

ルディングス

保険料の支払 15 15

団体保険を親会社グループ一括で運

用しており、負担分を支払しており

ます。

保険金等の受取 10 3
保険契約に基づき、保険金等を受取

しております。

（兄弟会社）

㈱メディセオ

確定拠出年金信託報酬

の支払
2 2

親会社グループ一括で運用してお

り、負担分を支払しております。

商品の販売等 345 283
卸売業者間の取引条件を勘案して決

定しております。

商品の仕入 8 5
配送コスト等を勘案して双方交渉の

うえ決定しております。

（兄弟会社）

㈱アトル
商品の仕入 2 1

配送コスト等を勘案して双方交渉の

うえ決定しております。

（兄弟会社）

㈱メディパル保険

サービス

保険料の支払 166 12

当社の保険代理店として取引してお

り、第三者の取引条件と同等であり

ます。

 

なお、2026年５月11日公表の「当社親会社である株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する公開買

付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」に記載のとおり、株式会社メディパルホールディングスによる当

社株式に対する公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式は上場廃止となり、当社は完全子会社となる予定で

あります。本項に記載しております親会社グループとの関係につきましては、当事業年度末現在の状況を記載したもので

あります。
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４【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

業績等の概要

(1）業績

〔事業環境〕

当事業年度における事業環境は、雇用・所得環境の改善や訪日外国人数の増加など一部に持ち直しの動きは見ら

れたものの、物価上昇に伴う節約志向の継続や米国の通商政策に加え、年度末にかけての中東情勢の影響などによ

る国内景気の先行きに対する懸念から、個人消費は力強さを欠く状況が続いております。また、人手不足や物価上

昇に伴い、物流費をはじめとする事業運営コストの上昇が続いており、全体としては厳しい事業環境が継続してお

ります。

 

〔売上高〕

売上高は、前事業年度から497億49百万円（＋4.2％）増収の１兆2,378億46百万円となりました。

・物価上昇に伴う節約志向の影響を受けながら、帳合の獲得に加え、購買データを活用して健康志向の高まりや

外出需要などに伴う購買行動の変化を的確に捉えた販売活動を展開しました。さらに、化粧品を中心に付加価

値の高い新規取扱商材を拡充しました。これらの結果、販売数量は前年並みを維持し、販売単価の上昇により

売上高は前事業年度を上回りました。

 

〔営業利益〕

営業利益は、前事業年度から15億77百万円（△5.6％）減益の264億30百万円となりました。

・売上高の拡大に伴い売上総利益は増加したものの、人件費や物流費の増加などにより販管費の増加が売上総利

益の増加を上回った結果、営業利益は前事業年度を下回りました。

 

当事業年度における業績は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

 2025年３月期 2026年３月期 増減
増減率

（％）

売上高 1,188,097 1,237,846 49,749 4.2

売上総利益

（売上総利益率（％））

88,982

(7.49)

92,321

(7.46)

3,338

(△0.03)
3.8

販売費及び一般管理費

（販管費率（％））

60,973

(5.13)

65,890

(5.32)

4,916

(0.19)
8.1

営業利益

（営業利益率（％））

28,008

(2.36)

26,430

(2.14)

△1,577

(△0.22)
△5.6

経常利益

（経常利益率（％））

31,684

(2.67)

29,807

(2.41)

△1,876

(△0.26)
△5.9

当期純利益

（当期純利益率（％））

22,864

(1.92)

22,031

(1.78)

△832

(△0.14)
△3.6
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販売の状況

　当事業年度における商品分類別の販売実績は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

商品分類別の名称 2025年３月期 2026年３月期 増減
増減率

（％）

化粧品 281,852 294,682 12,829 4.6

日用品 525,533 556,457 30,924 5.9

医薬品 148,152 144,567 △3,584 △2.4

健康・衛生関連品 212,329 220,901 8,571 4.0

その他 20,229 21,237 1,008 5.0

合　計 1,188,097 1,237,846 49,749 4.2

 

当事業年度における販売先業態別の販売実績は以下のとおりであります。

（単位：百万円）

販売先業態別の名称 2025年３月期 2026年３月期 増減
増減率

（％）

ドラッグストア 763,785 803,973 40,187 5.3

ディスカウントストア、

スーパーセンター
109,336 116,220 6,884 6.3

コンビニエンスストア 95,214 102,851 7,636 8.0

ホームセンター 84,787 85,105 318 0.4

スーパーマーケット 53,131 53,221 89 0.2

ゼネラルマーチャンダイ

ジングストア
40,895 44,234 3,339 8.2

輸出、ＥＣ企業、その他 40,947 32,240 △8,706 △21.3

合　計 1,188,097 1,237,846 49,749 4.2

 

　なお、当社は卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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(2）キャッシュ・フロー

（単位：百万円）

 2025年３月期 2026年３月期

営業活動による

キャッシュ・フロー
20,675 24,929

投資活動による

キャッシュ・フロー
△428 △402

財務活動による

キャッシュ・フロー
△11,324 △11,160

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　売上債権の増加や仕入債務の増加などにより、249億29百万円の収入となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　有形固定資産の取得や投資有価証券の売却などにより、４億２百万円の支出となりました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　配当金の支払いや自己株式の取得などにより、111億60百万円の支出となりました。

 

　　当事業年度における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末より133億66百万円増加し、832億82百万円とな

りました。
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生産、受注及び販売の実績

　当社は、卸売事業を営んでいるため生産、受注の実績はありません。このため、販売実績について記載しておりま

す。なお、当社は卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
 

(1）販売方法

　当社は化粧品・日用品、一般用医薬品等の卸売業であり、メーカー及び商社から仕入れた商品を量販店、小売店

及び卸売業者等へ販売しております。
 
(2）販売実績
　当事業年度の販売実績につきましては、「４．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況

の分析　業績等の概要　（1）業績　販売の状況」を参照ください。

　なお、最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであ

ります。

相手先

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

株式会社マツキヨココカラ＆カ

ンパニー
132,108 11.1 133,361 10.8

 

財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

　文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において判断したものであります。

 

(1）重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社の財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成しております。

財務諸表の作成にあたっては、過去の実績や状況に応じ合理的であると考えられる様々な要因に基づき、見積り

及び判断を行っており、特に以下の事項は、経営者の会計上の見積り及び判断が財政状態及び経営成績に重要な影

響を及ぼすと考えております。

 

（固定資産の減損処理）

当社は、保有する固定資産のうち、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである資産及び今後使用が見込

まれない資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上することとしてお

ります。減損の兆候の把握、減損損失の認識及び測定に当たっては慎重に検討しておりますが、事業計画の変更や

市場環境の悪化などにより、その見積りや前提とした仮定に変更が生じた場合、減損処理が必要となる可能性があ

ります。

 

(2）当事業年度の経営成績の分析

「４．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析　業績等の概要　（1）業績」を

参照ください。
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(3）経営成績に重要な影響を与える要因について

「３．事業等のリスク」を参照ください。

 

(4）経営戦略の現状と見通し

「１．経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」及び「４.経営者による財政状態、経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況の分析　業績等の概要　（1）業績」を参照ください。

 

(5）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　財務方針

　当社は、常に事業活動のための適切な資金確保、流動性の維持並びに健全な財務体質を目指し、安定的な営業

活動によるキャッシュ・フローの創出、幅広い資金調達手段の確保に努めております。

　当事業年度末現在において、当社の流動性は十分な水準にあり、財務の柔軟性は高いと考えております。

　今後の設備の新設等に関わる投資予定金額、資金調達方法については、「第３　設備の状況　３．設備の新

設、除却等の計画」を参照ください。

 

②　資産、負債及び純資産

当事業年度末の総資産は、5,321億71百万円（前期比5.0％増）となりました。その内訳は主に、現金及び預金

832億82百万円、売掛金2,257億65百万円、商品及び製品541億79百万円、未収入金169億２百万円、固定資産

1,417億92百万円であります。

負債につきましては、2,304億33百万円（前期比5.0％増）となりました。その内訳は主に、買掛金1,684億４

百万円、未払金234億26百万円であります。

純資産につきましては、3,017億38百万円（前期比4.9％増）となりました。その内訳は主に、資本金158億69

百万円、資本剰余金207億41百万円、利益剰余金2,555億31百万円であります。

 

③　キャッシュ・フロー

当事業年度の資金の状況として、営業活動の結果得られた資金は249億29百万円（前期比42億54百万円の増

加）となりました。これは主に、税引前当期純利益317億58百万円、減価償却費63億64百万円、売上債権の増加

額109億96百万円、棚卸資産の減少額５億26百万円、仕入債務の増加額62億11百万円、未払消費税等の増加額４

億34百万円、法人税等の支払額95億11百万円によるものであります。

投資活動の結果使用した資金は４億２百万円（前期比26百万円の減少）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出20億78百万円、投資有価証券の売却による収入27億44百万円によるものであります。

財務活動の結果使用した資金は111億60百万円（前期比１億64百万円の減少）となりました。これは主に、自

己株式の取得による支出41億21百万円、配当金の支払額68億95百万円によるものであります。

以上の結果、当事業年度末における現金及び現金同等物の残高は、832億82百万円となりました。

当社の現在のキャッシュ・フローの状況において、営業活動による資金の創出、金融機関からの円滑な資金の

借入及び適正な手元資金の保有が図られており、財務方針に基づく流動性及び財務の柔軟性は確保できていると

考えております。

 

(6）経営者の問題意識と今後の方針について

「１．経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」を参照ください。
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５【重要な契約等】

該当事項はありません。

 

６【研究開発活動】

　当社は、労働人口減少が進行し、生産性の高い仕組みを構築することがますます重要である環境下において、物流

ノウハウと融合することを目的にＡＩ・ロボットなどの最新技術の研究開発活動を行っております。

　当事業年度の主な研究開発活動は、大きさ、重さ、形状などが異なる何万種もの商品を自動で識別し、ピッキング

するロボットアームの設計・開発であり、研究開発費の総額は21百万円となりました。

　なお、当社は卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

　当社では、従前より「顧客満足の最大化と流通コストの最小化」を目指し、ＲＤＣの建設を進めてまいりました。

　当事業年度の設備投資の総額は2,661百万円であり、その主な内容はＲＤＣ滋賀の新設616百万円、ＦＤＣ神奈川の

新設390百万円であります。

　なお、当社は卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。
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２【主要な設備の状況】

　当社における主要な設備は、以下のとおりであります。

　なお、当社は卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

2026年３月31日現在
 

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）建物及び構

築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

土地
（面積㎡）

リース資産 合計

本社

（大阪市中央区）
事務所・統括業務施設 511 26 42

389

(1,187)
71 1,041

314

[10]

北海道支社

ＲＤＣ北海道

（北海道北広島市）

事務所・物流設備 1,259 63 32
564

(34,397)
16 1,936

101

[235]

東北支社

ＲＤＣ宮城

（宮城県白石市）

事務所・物流設備 3,396 923 56
416

(38,327)
19 4,812

91

[381]

岩手支店

ＲＤＣ東北

（岩手県花巻市）

事務所・物流設備 2,276 191 15
315

(40,091)
9 2,809

35

[245]

ＦＤＣ青森

（青森県青森市）
事務所・物流設備 693 4 3

293

(21,397)
2 997

12

[26]

東京支社

（東京都北区）
事務所 1,460 0 19

1,259

(690)
38 2,778

292

[30]

埼玉支店　ＲＤＣ関東、

ＦＤＣ白岡

（埼玉県白岡市）

事務所・物流設備 3,939 305 12
4,098

(83,351)
17 8,372

114

[552]

ＲＤＣ埼玉

（埼玉県北葛飾郡杉戸町）
事務所・物流設備 6,144 4,334 20

4,336

(66,620)
27 14,862

49

[322]

新潟支店

ＲＤＣ新潟

（新潟県見附市）

事務所・物流設備 2,580 1,219 7
502

(27,821)
15 4,324

32

[86]

栃木支店

栃木物流センター

（栃木県下都賀郡野木町）

事務所・物流設備 8,195 7,769 71
1,193

(62,810)
12 17,242

50

[257]

横浜支社

ＲＤＣ横浜

（神奈川県座間市）

事務所・物流設備 2,208 241 25
6,087

(41,603)
27 8,590

161

[479]

中部支社

ＲＤＣ中部第１センター、

ＲＤＣ中部第２センター

（愛知県春日井市）

事務所・物流設備 2,142 273 28
5,282

(73,080)
30 7,757

165

[805]

大垣支店

大垣物流センター

（岐阜県大垣市）

事務所・物流設備 344 21 22
1,039

(21,853)
7 1,435

36

[193]

北陸支店

ＲＤＣ北陸

（石川県能美市）

事務所・物流設備 1,085 56 8
892

(39,669)
15 2,058

78

[254]

近畿支社

ＲＤＣ近畿

（大阪府泉大津市）

事務所・物流設備 502 27 27
3,796

(27,020)
27 4,381

214

[383]

ＲＤＣ堺

（堺市西区）
事務所・物流設備 1,062 260 21

2,245

(40,823)
7 3,597

45

[372]

高槻支店

高槻物流センター

（大阪府高槻市）

事務所・物流設備 1,059 97 14
4,174

(38,517)
9 5,356

44

[253]
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2026年３月31日現在

 

事業所名
（所在地）

設備の内容

帳簿価額（百万円）
従業員数
（人）建物及び構

築物
機械装置
及び運搬具

工具、器具
及び備品

土地
（面積㎡）

リース資産 合計

中四国支社

ＲＤＣ中国

（広島市安佐南区）

事務所・物流設備 729 233 11
1,980

(29,465)
8 2,962

82

[249]

ＦＤＣ広島

（広島市佐伯区）
事務所・物流設備 1,078 27 0

1,533

(30,787)
0 2,641

5

[18]

四国営業部

ＲＤＣ四国

（香川県観音寺市）

事務所・物流設備 454 27 10
509

(20,640)
2 1,005

36

[129]

九州支社

ＲＤＣ九州

（福岡県小郡市）

事務所・物流設備 577 77 22
1,102

(28,933)
23 1,803

157

[340]

沖縄支店

ＲＤＣ沖縄

（沖縄県うるま市）

事務所・物流設備 1,451 224 6
577

(21,645)
6 2,265

29

[73]

（注）１．帳簿価額には、建設仮勘定は含まれておりません。

２．従業員数の［　］は臨時雇用者数で、外書しております。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

　当社の設備投資については、先行投資型のＲＤＣ建設が主なもので、業界動向、投資効率等を勘案して策定してお

ります。

 

　当事業年度末現在における重要な設備の新設、除却等の計画は次のとおりであります。

　なお、当社は卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

（１）重要な設備の新設等

事業所 所在地
設備の

内容

投資予定金額 資金

調達

方法

着手及び完了予定
完成後の

増加能力
総額

（百万円）

既支払金額

（百万円）
着手 完了

ＲＤＣ西関東
埼玉県

入間市

事務所・

物流設備
1,310 －

自己

資金
2026年２月 2026年10月 （注）２

ＲＤＣ岩手
岩手県

花巻市

事務所・

物流設備
1,370 －

自己

資金
2026年４月 2027年５月 （注）２

（注）１．上記には、消費税等を含めておりません。

２．当該設備は、完成後の増加能力は測定できないため、記載を省略しております。

 

（２）重要な設備の除却等

該当事項はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 180,000,000

計 180,000,000

 

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数

（株）
（2026年３月31日）

提出日現在発行数（株）
（2026年６月19日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 62,000,000 62,000,000
東京証券取引所
プライム市場

単元株式数　100株

計 62,000,000 62,000,000 － －

 
 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

 

②【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。
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（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

2024年６月３日

（注）１
△553,485 63,000,000 － 15,869 － 16,597

2025年８月20日

（注）２
△1,000,000 62,000,000 － 15,869 － 16,597

（注）１．自己株式の消却による減少であります。
２．自己株式の消却による減少であります。
 

（５）【所有者別状況】

       2026年３月31日現在

区分

株式の状況（１単元の株式数100株）
単元未満
株式の状
況（株）

政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人その
他

計
個人以外 個人

株主数（人） － 15 30 41 266 4 3,024 3,380 －

所有株式数

（単元）
－ 71,000 13,733 341,433 149,182 16 44,159 619,523 47,700

所有株式数の割合

（％）
－ 11.46 2.22 55.11 24.08 0.00 7.13 100 －

（注）自己株式1,205,776株は、「個人その他」に12,057単元及び「単元未満株式の状況」に76株を含めて記載しており

ます。
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（６）【大株主の状況】

  2026年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式（自
己株式を除
く。）の総数に
対する所有株式
数の割合（％）

株式会社メディパルホールディングス 東京都中央区京橋３丁目１番１号 31,853,485 52.40

 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）

 

東京都港区赤坂１丁目８番１号　赤坂イ

ンターシティＡＩＲ

4,388,600 7.22

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 東京都中央区晴海１丁目８－12 1,659,900 2.73

ＰＡＬＴＡＣ従業員持株会 大阪市中央区本町橋２番46号 1,235,550 2.03

 

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY

FUNDS

(常任代理人　香港上海銀行東京支店)

 

 

50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON

E14 5 NT, UK

（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

 

1,173,500 1.93

 

THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A.

LONDONSECS LENDING OMNIBUS ACCOUNT

(常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部)

 

 

WOOLGATE HOUSE, COLEMAN STREET

LONDON EC2P 2HD, ENGLAND

（東京都港区港南２丁目15－１　品川イ

ンターシティＡ棟）

 

1,076,867 1.77

 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505103

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）

 

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,

BOSTON, MASSACHUSETTS

（東京都港区港南２丁目15－１　品川イ

ンターシティＡ棟）

950,371 1.56

 

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505001

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済

営業部）

 

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1,

BOSTON, MASSACHUSETTS

（東京都港区港南２丁目15－１　品川イ

ンターシティＡ棟）

846,165 1.39

 

MSIP CLIENT SECURITIES

 

（常任代理人　モルガン・スタンレーＭ

ＵＦＧ証券株式会社）

 

 

25 Cabot Square, Canary Wharf,

London E14 4QA, U.K.

（東京都千代田区大手町１丁目９－７　

大手町フィナンシャルシティサウスタ

ワー）

759,752 1.25

 

BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT

 

（常任代理人　株式会社三菱ＵＦＪ銀

行）

 

240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NEW

YORK 10286 U.S.A.

（東京都千代田区丸の内１丁目４番５

号　決済事業部）

720,063 1.18

計 － 44,664,253 73.47
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（注）FMR LLCから、2025年12月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書により、2026年３月31

日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2026年３月31日現在における実質所有

株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（株）

株券等保有割合

（％）

FMR LLC
245 Summer Street, Boston,

Massachusetts 02210, USA
3,305,745 5.33

計 － 3,305,745 5.33

 

（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2026年３月31日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 1,205,700 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 60,746,600 607,466 －

単元未満株式 普通株式 47,700 － －

発行済株式総数  62,000,000 － －

総株主の議決権  － 607,466 －

 

②【自己株式等】

    2026年３月31日現在

所有者の氏名又は名
称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合計
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社ＰＡＬＴＡＣ
大阪市中央区
本町橋２番46号

1,205,700 － 1,205,700 1.94

計 － 1,205,700 － 1,205,700 1.94
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２【自己株式の取得等の状況】

 

【株式の種類等】　会社法第155条第３号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第７号に該当する普通株式の

取得

 

（１）【株主総会決議による取得の状況】

　該当事項はありません。

 

（２）【取締役会決議による取得の状況】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

取締役会（2025年８月４日）での決議状況
（取得期間　2025年８月５日～2026年５月29日）

1,500,000

（上限）

5,000,000,000

（上限）

当事業年度前における取得自己株式 － －

当事業年度における取得自己株式 881,800 4,121,639,232

残存決議株式の総数及び価額の総額 618,200 878,360,768

当事業年度の末日現在の未行使割合(％) 41.21 17.57

当期間における取得自己株式 163,300 769,635,090

提出日現在の未行使割合(％) 30.33 2.17

（注）　2026年５月11日開催の取締役会において、同日付で自己株式の取得中止を決議いたしました。

 

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 65 285,996

当期間における取得自己株式 － －

（注）当期間における取得自己株式には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株

式の買取による株式は含まれておりません。

 

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

　区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額

（円）

引き受ける者の募集を行った取得

自己株式
－ － － －

消却の処分を行った取得自己株式 1,000,000 4,351,480,000 － －

合併、株式交換、株式交付、会社

分割に係る移転を行った取得自己

株式

－ － － －

その他

（－）
－ － － －

保有自己株式数 1,205,776 － 1,369,076 －

（注）当期間における保有自己株式数には、2026年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満

株式の買取による株式は含まれておりません。
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３【配当政策】

当社は、事業で生み出した利益をもとに、安定した財務基盤の維持を前提としつつ、将来の事業基盤強化に向けた

再投資と株主還元を充実することで、持続的成長を通じた企業価値の向上を目指しております。

当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

当社は、取締役会決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、会社法第454

条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）を行うことができる旨を定款に定めており、また同法第459条第１項の

規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当ができる旨も定款に定めております。

当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき、前事業年度の1株当たり55円から８円増配し63円と

いたしました。これにより、既に実施済みの中間配当金１株当たり57円と合わせた年間配当金は、前事業年度に比べ

15円増配となり１株当たり120円となります。

翌事業年度につきましては、2026年５月11日公表の「当社親会社である株式会社メディパルホールディングスによ

る当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」及び「剰余金の配当（無配）に関

するお知らせ」に記載のとおり、株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する公開買付け及びその

後の一連の手続きを経て、当社株式が上場廃止となる予定であることから、中間及び期末の配当を行わないことを決

議しております。

 

　なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

2025年11月４日
3,503 57

取締役会決議

2026年５月11日
3,830 63

取締役会決議
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４【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、「美と健康」に関連する生活必需品を取り扱う中間流通業者であり、自社の生産性向上はもとより、

サプライチェーン全体の最適化・効率化をステークホルダーとともに推進することで、社会的役割を果たしてま

いります。また、経営の透明性と健全性を確保できるガバナンス体制の構築並びに適切な情報開示と株主との対

話を通じて、持続的成長を重視した取り組みを行ってまいります。

 

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社法上の機関設計として、監査役会設置会社を採用しております。また、取締役会の機能を補完す

るため、指名・報酬委員会、特別委員会、ＣＳＲ委員会及び情報管理委員会を設置し、ガバナンスの強化に努め

ております。

 

（取締役会）

取締役会は、議長を務める代表取締役社長の吉田拓也をはじめ、計13名の取締役で構成しております。このう

ち７名の社外取締役は全員、東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。監査役出席のもと、原

則毎月１回以上開催し、経営方針や法令で定められた事項、またその他経営に関する重要事項を検討及び決定す

るとともに、業務執行状況の監督機関として位置付けております。

構成員の氏名につきましては、「（２）役員の状況　①役員一覧」を参照ください。

 

〔当事業年度における活動状況〕

（具体的な検討内容）

法令・定款に定められた事項、人事異動、物流センター投資、政策保有株式の縮減、人事制度改定、規則

改定、自己株式の取得、資本業務提携、合弁企業設立 など

 

（出席状況）

2026年３月31日現在

氏　名 地　位
2026年３月期

取締役会出席状況

糟谷　誠一 代表取締役会長 15回/16回

吉田　拓也 代表取締役社長 15回/16回

野間　正裕 取締役専務執行役員 16回/16回

嶋田　政治 取締役専務執行役員 16回/16回

山田　恭嵩 取締役専務執行役員 16回/16回

左近　祐史 取締役 15回/16回

大石　歌織 社外取締役 16回/16回

織作　峰子 社外取締役 15回/16回

乾　新悟 社外取締役 15回/16回

吉武　一郎 社外取締役 16回/16回

髙森　龍臣 社外取締役 16回/16回

服部　明人 社外取締役 16回/16回

伊賀　真理 社外取締役 13回/13回

※　糟谷誠一、吉田拓也および左近祐史は、利害関係者である場合を除き、全てに出席しておりま

す。

※　伊賀真理は、2025年６月に取締役に就任した後に開催された取締役会13回全てに出席しておりま

す。

 

〔取締役会実効性評価〕

当社は、取締役会の実効性をより一層向上させるため、取締役及び監査役全員を対象に年１回アンケート

を実施しております。また、アンケート結果から取締役会全体の実効性の分析・評価を行い、今後取り組む

べき課題や対応について議論し、決定しております。
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＜評価方法＞

（1）2026年２月に取締役及び監査役全員を対象に取締役会の構成、運営状況及び審議内容等に関するアン

ケートを実施。

（2）取締役会事務局は、アンケートの回答を集計し、取締役会に報告。

（3）2026年４月開催の取締役会において、取締役会事務局より提供されたアンケート結果を踏まえて議論を

重ね、取締役会の実効性の評価及び今後取り組むべき課題や対応について決定。
 

＜アンケート項目＞

アンケートの大項目は以下のとおりです。設問ごとに５段階で評価する方式としており、当該項目に関す

る自由記載欄も設けております。

（1）取締役会の構成

（2）取締役会の運営

（3）取締役会の議題

（4）取締役会の支援体制

（5）社外取締役の役割

（6）指名・報酬委員会

（7）総括

 

＜実効性向上に向けた取り組み＞

取締役会は、前回の取締役会実効性評価の結果を踏まえ、以下の取り組みを行ってまいりました。

 

（活性化した議論を維持するための経営課題や自社事業に対する社外取締役の理解促進）

・業務執行が戦略に沿った活動状況になっているかを含め、これらを一体的に把握し事業理解を深め、議

論の活性化につなげることを目的に、これまで個別に運用されていた業務執行報告と部門別の事業戦略

について協議・決定する社内会議について、資料の統一や同一の会議体での説明といった運営方法の見

直しを実施いたしました。

・人的資本や、ＳＤＧｓ、ＤＸ等の経営上の重要課題に対する自社の考え方の理解促進及び情報共有を目

的に、勉強会を実施いたしました。

・当社の最新物流センターの視察を通して、物流面からの当社事業の理解促進および情報共有を図りまし

た。

 

＜評価結果の概要＞

全体としては、取締役会や指名・報酬委員会において、活発な意見交換が実施されており、取締役会の実

効性は確保されていると評価いたしました。

その中で、「取締役会の議論」に関しては前年に引き続き改善が進んでいるとの評価がある一方、議論の

質に関しては改善の余地があるとの意見がありました。議論の内容を業務執行に関する内容から、企業に

とって重要性の高い持続的成長に資する中長期的な経営戦略やリスク管理に関する内容へと移行していくた

めに、議論の論点を明確にすることや、議論効率を上げる必要性も指摘されております。「取締役会の多様

性」に関しては、次世代の社内取締役候補の選抜・育成や、長期的な視点での女性管理職および取締役登用

に向けた制度設計について、さらなる検討の必要性が指摘されました。

 

＜さらなる実効性向上に向けた今後の取り組み＞

取締役会は、以下の課題について継続的に取り組んでいくことを確認いたしました。

 

（将来を見据えた経営体制の強化）

・企業の持続的な成長および経営の継続性を確保する観点から、サクセッションプランの導入に向けた

検討を進めております。経営上の重要事項の審議及び取締役会付議事項の事前審議を行う経営会議におい

て議論を開始しており、今後はその検討内容を踏まえ、取締役会においても報告・検討を行ってまいりま

す。
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（社外取締役の事業理解の促進および情報格差の是正）

活性化した議論を継続するため以下の取り組みを進めてまいります。

・社外取締役が十分な理解をもって議論に臨める環境を整備するとともに、取締役間における情報格差の

是正を図るため、取締役会の議案に関する事前説明の機会を充実させてまいります。

・説明資料については、定型フォーマット活用による議論すべき内容の明確化に加え、専門用語の解説を

付記するなど、理解促進に向けた改善を継続してまいります。

・全従業員向けの当事業年度の経営方針説明会への参加や、役員間の情報交換会の開催、物流センター視

察については引き続き実施し、社外役員の事業理解を一層深化させるとともに、取締役会における議論

の活性化につなげてまいります。

 

（監査役会）

監査役会は、社内監査役２名及び社外監査役３名の計５名で構成し、取締役の職務執行状況を監査しておりま

す。

監査役は取締役会に出席し、経営全般に対する監視機能を発揮するとともに、法令・定款違反、競業取引や利

益相反取引等の事実の有無についての監査を実施しております。また、監査役は監査部及び会計監査人と適宜情

報交換を行い、監査の実効性を高めております。

構成員の氏名につきましては、「（２）役員の状況　①役員一覧」を参照ください。

 

〔当事業年度における活動状況〕

　監査役会の活動状況については、「（３）監査の状況　①監査役監査の状況」を参照ください。

 

（指名・報酬委員会）

指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として委員長である社外取締役の乾新悟をはじめ取締役の左近祐

史、社外取締役の大石歌織、吉武一郎、及び服部明人の５名で構成しております。

役割としては、社外役員の適切な関与を得ることで役員等の指名・報酬等に関する手続きの公正性・公平性及

び客観性を高めガバナンスの強化・充実を図ることを目的としております。

指名・報酬委員会では、重要な人事異動・報酬等の決定に際し、随時開催しております。

 

〔当事業年度における活動状況〕

　（具体的な検討内容）

取締役候補者の選任（株主総会決議事項）、役付取締役の選定、指名・報酬委員会の答申対象、人事案

決定プロセス、取締役の報酬等の決定方針と報酬等の内容　など

 

〔出席状況〕

2026年３月31日現在

氏　名 地　位
2026年３月期

出席状況

乾　新悟 社外取締役 8回/8回

左近　祐史 取締役 8回/8回

大石　歌織 社外取締役 8回/8回

吉武　一郎 社外取締役 8回/8回

服部　明人 社外取締役 8回/8回
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（特別委員会）

特別委員会（常設）は、取締役会の諮問機関として支配株主からの独立性を有する独立社外取締役及び独立社

外監査役で構成しております。

特別委員会（常設）は支配株主との取引・行為等の公正性・透明性、客観性を確保することを目的に、支配株

主と少数株主の利益が相反する重要な取引・行為について、その必要性・合理性、条件等の妥当性を審議し、取

締役会へ答申を行います。

当事業年度においては、株式会社メディパルホールディングスによる当社を完全子会社化することを目的とす

る一連の取引（以下、「本取引」という。）の申出がありました。当社取締役会における意思決定の公正性・透

明性、客観性を確保する観点から、本取引の目的の合理性及び取引条件の公正性・妥当性等について審議・答申

することを目的として特別委員会（常設）とは異なる会議体として、2025年12月22日に本取引に係る特別委員会

を取締役会決議により設置しております。なお、委員は、本取引に係る検討・交渉等に関して必要かつ十分な経

験及び知見を確保するとともに、機動的かつ効率的な検討・交渉等を実現するため、支配株主からの独立性を有

する独立社外取締役および独立社外監査役の中から、知識・経験・能力のバランス等を考慮したうえで吉武一

郎、大石歌織および疋田鏡子の３名を選任しております。

 

以上により、当社は、経営に対しての客観的・中立的な監視体制が有効に機能していると考えており、現状の

体制を採用しております。

 

（注）１．ＣＳＲ委員会は、コンプライアンスに関する重大な問題が生じた場合等、必要に応じて開催される委員

会であります。

また、当該委員会の事務局はＣＳＲ推進本部が担当しております。

２．情報管理委員会は、経営者が率先して情報セキュリティの確保を推進するため、定期的に情報の具体的

取り扱い等を協議する委員会であります。

また、当該委員会の事務局は情報システム本部が担当しております。
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③企業統治に関するその他の事項

イ．内部統制システムの整備の状況

当社は、「内部統制基本方針」を次のとおり決議しております。

 

１．取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１）事業展開の指標となる経営理念、会社の目標を定めるほか、取締役会規則に定める経営上の重要事項に

ついては取締役会において決定する。さらに、その他の重要会議において監査役の出席を求め、重要な決

定についても日常的に監査役の監査を受ける。

２）内部統制の整備・充実を図るため、必要に応じ適宜に見直し、改善を図る。また、その周知徹底によっ

て経営の透明性と健全性を継続確保しながら、円滑な事業展開と収益確保を通じ、企業価値を最大限に高

めていくことをめざす。

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

情報管理規則、個人情報取扱基準等の社内規程により、保存及び管理（廃棄を含む）を適切に実施し、

必要に応じて適宜に見直し等を行う。

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

１）リスク管理体制については、損失発生の未然の防止や早期発見のため、情報管理規則をはじめ、リスク

マネジメント基本規則、ＣＳＲ委員会規則その他各種社内規程、ガイドラインの制定、研修の実施、マ

ニュアルの作成、見直し等を行い、その周知徹底を図る。

また、大規模地震等災害発生時の使用人の安否や事業継続の可否を早期に把握するため、災害対策マ

ニュアルや安否確認システムを導入している。

２）通常業務については、代表取締役社長の直轄組織である監査部が内部業務監査を行うものとし、リスク

が現実化し、重大な影響が予測される場合は、代表取締役社長が主体的役割を担う。

３）金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応としては、ＣＳＲ推進本部が内部統

制の維持・整備を進める部門とし、モニタリングを実施するための機能を、監査部に付加し、損失の危険

を早期に発見することに努める。

４）反社会的勢力による経営活動への関与については、ＣＳＲ推進本部長のもと、同部門において一元的に

管理することにより防止を徹底する。

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

１）経営組織及び職務分掌並びに職務の権限と責任を明確にするための社内規程を取締役会において制定

し、これに基づき組織的かつ効率的な企業運営を行う。

２）代表取締役社長は、決算会議・営業会議などの会議体を主催し、組織間の意思統一や連携を図り、職務

を執行する。

３）予算管理規則に基づき経営計画を策定し、ＩＴを活用した効率的な業務を行う。

５．使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

１）社内規程を整備し、使用人に対し周知徹底を図るとともに、監査・モニタリング体制を整備することに

より、業務の適正を確保する。併せて、定期的な研修やＣＳＲ委員会の活動を通じ、使用人に対して当社

の社会的責任・法令遵守についての意識を啓蒙する。

２）公益通報に関する窓口を社内及び社外に設置し、ガイドラインなどの制定を行うとともに、使用人に対

し周知徹底を図る。

６．当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

１）当社は、子会社と相互に連携を図ることにより、上記第１項から第５項までの体制の構築、運用、整備

に努める。また、関係会社管理規則に則り、必要に応じて子会社に関係資料等を提出させ、経営計画や事

業戦略等の重要事項の事前承認を行う。

２）監査部は、当社及び子会社に対して統一的な監査基準のもとに内部業務監査を行い、併せて財務報告に

係る内部統制についても、必要に応じて有効性評価を実施する。
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７．監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項

監査役から求めのあった場合は、以下の事項に準拠した専任の補助すべき使用人を置くこととする。

１）監査役の職務を補助すべき専任の使用人に関する人事は、監査役会の同意を必要とする。

２）監査役の職務を補助すべき専任の使用人は、監査役の指揮命令に服するものとする。

３）取締役は当該補助すべき使用人に対して不当な制約を行うことにより、その独立性を阻害することがな

いように留意する。

８．当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者

が当社の監査役に報告するための体制

１）当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人は、各監査役の要請に応じて必要

な報告及び情報提供を行う。

２）上記の報告及び情報提供の主なものは、次のとおりとする。

ⅰ．経営状況

ⅱ．事業遂行状況

ⅲ．財務状況、月次・四半期・期末決算状況

ⅳ．監査部が実施した内部監査の結果

ⅴ．リスク管理の状況

ⅵ．コンプライアンスの状況（内部通報された事実を含む）

ⅶ．事故・不正・苦情・トラブルの状況

ⅷ．業績の発表内容・重要開示書類の内容、その他対外的に公表する事実

３）当社の取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役等及び使用人は、各監査役の要請の有無を問わ

ず、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは遅滞なく監査役に報告する。

４）監査役へ報告した者に対して、当該報告したことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、そ

の旨を社内に周知徹底する。

９．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

１）代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を持ち、対処すべき課題、当社を取り巻く重要なリスク、監

査上の重要課題等について意見交換を行う。

２）監査役からの要請があった場合、監査部及び会計監査人は監査役との会合等により連携を図ること、ま

た重要会議へ監査役が出席すること、さらに内部監査部門、法務部門その他の管理部門は、監査役の補助

を行うことなど、監査役の監査が実効的に行われる体制の確保をする。

３）当社は、監査役が監査の実施のために所要の費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役の職

務の遂行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことはできない。

 

 

EDINET提出書類

株式会社ＰＡＬＴＡＣ(E02691)

有価証券報告書

 39/110



ロ．リスク管理体制の整備の状況

リスク管理体制については、経営目標の達成を阻害するリスク要因を可能な限り排除し、企業の社会的責任

を果たすことを目的に「リスクマネジメント基本規則」を制定しております。当社を取り巻くリスクについて

は、経営レベルで議論を行い、的確にリスクを把握することに努め、影響度や発生可能性から重要なリスクを

特定しております。重要なリスク情報については、リスク管理の統括部署であるＣＳＲ推進本部に集約するこ

とで、網羅的なリスク管理を可能にする体制を構築しております。

 

ハ．取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨、定款に定めております。

 

ニ．取締役の選任及び解任要件

当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有す

る株主が出席し、その議決権の過半数の決議をもって行い、累積投票によらないものとする旨、定款に定めて

おります。また、解任の決議につきましては、定款において特別の定めを行っておりません。

 

ホ．取締役及び監査役の責任限定契約

当社は、取締役（業務執行取締役等を除く）及び監査役との間で、会社法第427条第１項の規定により、任

務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定めております。これ

に基づき、社外取締役及び社外監査役との間で、それぞれ責任限定契約を締結しております。当該責任限定契

約に基づく責任の限度額は法令に定める額となっており、その責任範囲が認められるのは、その責任の原因と

なった職務の遂行において善意かつ重大な過失がない場合に限定しております。

 

ヘ．役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）の内容の概要

当社は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員等を被保険者として、会社法第430条の３第

１項に規定する役員等賠償責任保険契約（Ｄ＆Ｏ保険契約）を保険会社との間で締結しております。当該契約

では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって

生じることのある損害について填補することとしており、保険料は全額会社負担としております。

ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った場合の損害等は填補対象外とすることにより、職務執行の適

正性が損なわれないよう措置を講じております。

 

ト．中間配当及び剰余金の配当等の決定機関

当社は、株主への利益還元の機動性を高めるため、中間配当及び剰余金の配当等について、次のとおり定款

に定めております。

１．取締役会の決議によって、毎年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録質権者に

対し、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当（中間配当）を行うことができる旨。

２．上記１のほか、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって会社法第459条第１項各号

に掲げる事項を定めることができる旨。

 

チ．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる

株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定め

ております。これは、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
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（２）【役員の状況】

①役員一覧

男性14名　女性4名　（役員のうち女性の比率22.2％）

役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

代表取締役会長 糟谷　誠一 1962年９月22日生

1985年４月　㈱パルタック（現　㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社

2011年６月　執行役員横浜支社長

2013年４月　常務執行役員横浜支社長

2014年６月　取締役常務執行役員横浜支社長

2016年６月　常務執行役員営業本部長

2017年６月　取締役専務執行役員営業本部長

2018年４月　取締役副社長執行役員営業統括本部長

2018年12月　代表取締役社長兼ＣＯＯ営業統括本部長

2019年４月　代表取締役社長兼ＣＯＯ

2019年６月　㈱メディパルホールディングス取締役

2023年４月　取締役副会長

2023年６月　代表取締役会長（現任）

(注)３ 24,401

代表取締役社長 吉田　拓也 1972年11月23日生

1995年４月　㈱三和銀行(現　㈱三菱ＵＦＪ銀行)入行

2000年４月　㈱新和パルタック(現　㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社

2016年４月　執行役員近畿支社長

2019年４月　常務執行役員商品本部長

2020年10月　常務執行役員東京支社長

2021年４月　専務執行役員東京支社長

2023年４月　副社長執行役員兼ＣＯＯ

2023年６月　代表取締役社長（現任）

2023年６月　㈱メディパルホールディングス取締役

2025年６月　㈱メディパルホールディングス取締役化粧品・日用

品、ＯＴＣ事業担当（現任）

(注)３ 23,744

取締役

専務執行役員

管理統括本部長

野間　正裕 1962年９月６日生

1985年４月　㈱パルタック（現　㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社

2012年６月　執行役員近畿支社長

2013年４月　常務執行役員近畿支社長

2014年６月　取締役常務執行役員近畿支社長

2016年６月　常務執行役員名古屋支社長

2018年４月　専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長

2018年６月　取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長

2019年７月　取締役専務執行役員北海道支社長

2020年１月　取締役専務執行役員営業統括本部長

2020年10月　取締役専務執行役員営業統括本部長兼商品本部長兼

海外事業本部長

2023年４月　取締役専務執行役員管理担当

2024年４月　取締役専務執行役員管理統括本部長（現任）

(注)３ 20,018

取締役

専務執行役員

経営企画本部長

嶋田　政治 1967年８月４日生

1990年４月　東洋信託銀行㈱（現　三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社

2005年４月　㈱パルタック（現　㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社

2013年４月　執行役員経営企画本部副本部長

2014年４月　執行役員経営企画室長

2018年４月　常務執行役員経営企画室長

2020年６月　取締役常務執行役員経営企画室長

2021年10月　取締役常務執行役員経営企画本部長

2023年４月　取締役専務執行役員経営企画本部長（現任）

(注)３ 19,889

取締役

専務執行役員

営業統括本部長

山田　恭嵩 1966年２月７日生

1993年11月　㈱新和パルタック(現　㈱ＰＡＬＴＡＣ)入社

2016年６月　執行役員中四国支社長

2020年４月　常務執行役員営業本部長

2021年４月　専務執行役員東日本営業本部長兼ＥＣ事業部長

2023年４月　専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部長

2023年６月　取締役専務執行役員営業統括本部長兼海外事業本部

長

2025年６月　取締役専務執行役員営業統括本部長（現任）

2025年11月　㈱プロダクト・レジストリ・サービス取締役（現

任）

(注)３ 6,788
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株
式数
（株）

取締役 左近　祐史 1953年５月８日生

1977年４月　㈱三星堂(現　㈱メディパルホールディングス)入社

2008年７月　㈱クラヤ三星堂(現　㈱メディセオ)執行役員

2012年４月　㈱メディパルホールディングス執行役員コーポレー

ト部門担当

2012年６月　同社取締役コーポレート部門担当

2012年10月　同社取締役コーポレート部門担当兼ＣＳＲ委員会委

員長

2013年６月　同社取締役管理本部長兼ＣＳＲ委員会委員長

2016年１月　㈱アステック取締役（現任）

2017年６月　㈱ＭＭコーポレーション取締役

2018年６月　㈱メディパルホールディングス常務取締役管理本部

長兼ＣＳＲ委員会委員長

2022年５月　㈱ファルフィールド取締役

2023年６月　当社取締役（現任）

2026年４月　㈱メディパルホールディングス常務取締役管理担当

（現任）

(注)３ 770

取締役 大石　歌織 1977年４月21日生

2001年10月　弁護士登録

2001年10月　北浜法律事務所（現　北浜法律事務所・外国法共同

事業）入所

2013年１月　同事務所パートナー（現任）

2017年６月　当社取締役（現任）

2020年６月　東和薬品㈱社外取締役監査等委員（現任）

2024年６月　エスリード㈱社外取締役（現任）

(注)３ 1,139

取締役 織作　峰子 1960年12月16日生

1981年４月　ミス・ユニバース日本代表選出

1982年４月　大竹省二写真スタジオ入門

1987年４月　フリーランスフォトグラファーとして独立

2004年４月　大阪芸術大学写真学科助教授

2005年１月　有限会社織作事務所代表（現任）

2006年４月　大阪芸術大学写真学科教授（現任）

2007年４月　同校写真学科学科長（現任）

2021年６月　当社取締役（現任）

(注)３ 1,317

取締役 乾　新悟 1967年11月25日生

1990年４月　大阪商船三井船舶㈱（現　㈱商船三井）入社

1995年２月　ローレンツェン・ステモコ社（オスロ）入社

1996年７月　乾汽船㈱入社

2000年６月　同社取締役営業部長

2001年６月　同社代表取締役社長

2014年６月　同社取締役会長

2016年10月　同社顧問（現任）

2020年１月　乾光海運㈱代表取締役（現任）

2022年６月　当社取締役（現任）

2023年４月　日本管財ホールディングス㈱社外取締役監査等委員

（現任）

(注)３ 1,045

取締役 吉武　一郎 1957年２月５日生

1979年４月　トヨタ自動車工業㈱（現 トヨタ自動車㈱）入社

2011年１月　トヨタマーケティングジャパン㈱取締役

2015年６月　ダイハツ工業㈱取締役専務執行役員

2017年４月　トヨタ東京販売ホールディングス㈱代表取締役社長

2019年４月　トヨタモビリティ東京㈱代表取締役副会長

2020年４月　トヨタモビリティパーツ㈱代表取締役社長

2022年３月　㈱ユニカフェ社外取締役（現任）

2022年６月　当社取締役（現任）

(注)３ 1,021

取締役 髙森　龍臣 1952年７月７日生

1975年４月　㈱資生堂入社

1995年４月　㈱アユーラ取締役営業部長

2007年４月　㈱資生堂執行役員中国事業部長

2009年６月　同社取締役国内化粧品事業 事業戦略・マーケティ

ング領域担当

2010年４月　同社取締役執行役員常務国内化粧品事業部長

2012年４月　同社取締役執行役員常務国内化粧品事業 事業戦略

領域担当（2014年６月退任）

2022年６月　当社取締役（現任）

(注)３ 622
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役職名 氏名 生年月日 略歴 任期
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取締役 服部　明人 1958年11月28日生

1989年４月　弁護士登録

1989年４月　三宅・畠澤・山崎法律事務所入所

1991年４月　尾崎法律事務所入所

2006年11月　服部明人法律事務所代表（現任）

2013年１月　㈱萩原材木店代表取締役社長（現任）

2016年９月　穴吹興産㈱社外監査役（現任）

2018年６月　雪印メグミルク㈱社外取締役監査等委員（現任）

2021年６月　社会福祉法人親善福祉協会理事（現任）

2023年６月　当社取締役（現任）

(注)３ 385

取締役 伊賀　真理 1967年８月22日生

1990年４月　大阪瓦斯㈱入社

2002年４月　㈱パレット代表取締役社長（大阪瓦斯㈱から出向）

2006年10月　㈱マーチ創業 同社代表取締役

2009年４月　大阪府庁入庁（特定任期付職員・府民文化部広報課

参事）

2013年４月　㈱マーチ入社

2014年11月　同社代表取締役（現任）

2016年４月　大阪府枚方市広報アドバイザー

2017年４月　宮崎県日向市広報アドバイザー

2022年６月　㈱住友倉庫社外取締役（現任）

2023年６月　東洋機械金属㈱(現 ＴＯＹＯイノベックス㈱)社外

取締役（現任）

2025年６月　当社取締役（現任）

(注)３ 211

常勤監査役 新谷　尚志 1962年４月26日生

1985年４月　日本生命保険相互会社入社

2011年４月　当社情報システム本部長

2012年６月　執行役員情報システム本部長

2013年４月　常務執行役員情報システム本部長

2019年１月　常務執行役員情報システム本部管掌

2019年６月　常勤監査役（現任）

(注)４ 9,046

常勤監査役 五味　威夫 1962年5月18日生

1986年４月　㈱パルタック（現　㈱ＰＡＬＴＡＣ）入社

2009年４月　営業本部ＬＣ事業部部長

2011年６月　ＬＣ事業本部ＬＣ事業部部長

2012年４月　ＬＣ事業本部副本部長

2012年６月　ＬＣ事業本部長

2014年４月　執行役員ＬＣ事業本部長

2018年４月　常務執行役員ＬＣ事業本部長

2024年６月　常勤監査役（現任）

(注)５ 9,902

監査役 原口　裕 1954年６月17日生

1978年４月　東洋信託銀行㈱(現　三菱ＵＦＪ信託銀行㈱)入社

2006年６月　同社大阪証券代行部長

2010年４月　三菱ＵＦＪ代行ビジネス㈱常務取締役

2015年11月　㈱みどり会シニアコンサルタント

2022年６月　当社監査役（現任）

(注)６ 522

監査役 疋田　鏡子 1964年12月19日生

1991年10月　太田昭和監査法人（現　ＥＹ新日本有限責任監査法

人）入所

1995年８月　公認会計士登録

2019年７月　疋田公認会計士事務所所長（現任）

2021年２月　㈱マルカ社外監査役

2021年４月　関西学院大学専門職大学院経営戦略研究科教授（現

任）

2021年10月　フルサト・マルカホールディングス㈱（現　ユニソ

ルホールディングス㈱）社外監査役

2022年７月　日本公認会計士協会理事（現任）

2023年６月　当社監査役（現任）

2024年６月　青山商事㈱社外監査役（現任）

2025年３月　フルサト・マルカホールディングス㈱（現　ユニソ

ルホールディングス㈱）社外取締役監査等委員（現

任）

2025年７月　日本公認会計士協会常務理事（現任）

(注)４ －
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監査役 三木　憲明 1967年12月20日生

1995年４月　弁護士登録

2000年４月　いぶき法律事務所共同開設（現任）

2014年９月　みやこ債権回収㈱取締役

2018年６月　エース証券㈱(現　東海東京証券㈱)社外取締役

2023年７月　南海プライベートリート投資法人監督役員（現任）

2024年６月　当社監査役（現任）

(注)５ 249

計 121,069

 

（注）１．取締役大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理は、社外取締役でありま

す。

２．監査役原口裕、疋田鏡子及び三木憲明は、社外監査役であります。

３．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

４．2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

５．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。

６．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時まででありま

す。
 

EDINET提出書類

株式会社ＰＡＬＴＡＣ(E02691)

有価証券報告書

 44/110



７．取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他26名お

り、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。

 

役名 職名 氏名

専務執行役員 営業本部長 芦原　英生

専務執行役員 研究開発本部長 三木田　雅和

常務執行役員
ＳＣＭ本部長 兼 ㈱ハバクリエーション代

表取締役社長
村井 　浩

常務執行役員 店舗支援本部長 関 　光彦

常務執行役員 財務本部長 村尾　直人

常務執行役員 横浜支社長 秋山 　哲

常務執行役員 近畿支社長 小西 　誠

常務執行役員 ＭＣＣ事業本部長 三上 　彰

常務執行役員 九州支社長 上村 　隆

常務執行役員 商品本部長 井上　浩一

常務執行役員 東北支社 副支社長 吉田　幸代

執行役員 ＬＣ事業本部長 稲葉　英樹

執行役員 中部支社長 高山　博一

執行役員 東北支社長 三上　裕司

執行役員 ＣＳＲ推進本部長 村木　博明

執行役員 中四国支社長 吉原　広志

執行役員 事業開発本部長 檜山 　敦

執行役員 東京支社長 松家　忠通

執行役員 海外事業本部長 城田 　佳

執行役員 物流本部長 五反　将史

執行役員 総務本部長 島野　麻弥

執行役員 情報システム本部長 吉田　啓悟

執行役員 営業本部 副本部長 澤田　直樹

執行役員 中部支社 副支社長 榊原　志典

執行役員 海外事業本部 副本部長 吉田　浩二

執行役員 研究開発本部 副本部長 松本　祥平
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②社外役員の状況

イ．員数

当社の社外取締役は７名、社外監査役は３名であります。社外役員は全員、東京証券取引所が定める独立役

員として届け出ております。また、取締役会の構成については、客観性・実効性の高いガバナンス確保を目的

に過半数を独立社外役員で占めております。

 

ロ．当社との関係

社外取締役については、大石歌織、織作峰子、乾新悟、吉武一郎、髙森龍臣、服部明人及び伊賀真理の７名

を選任しており、各社外取締役と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はあ

りません。

社外監査役については、原口裕、疋田鏡子及び三木憲明の３名を選任しており、各社外監査役と当社との間

に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。

なお、社外役員が所有する当社株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

 

ハ．社外取締役又は社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する考え方

社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割は、社内出身者とは異なる経歴、知識及び経験等に基づ

き、独立した立場から当社の業務執行の監督や重要な意思決定に参画し、妥当性及び適正性の見地から適切に

助言を行うことで当社の持続的な企業価値向上の実現やガバナンス強化に向けた機能及び役割を担っておりま

す。

社外監査役が企業統治において果たす役割及び機能については、社外監査役の豊富な経験及び幅広い見識に

基づき、独立した立場から経営への監督と監視を的確に実行することにより、当社の企業統治の有効性を高め

る機能及び役割を担っていると考えております。

社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、企業法務にも精通して

おり、2017年から当社の社外取締役を務めております。同氏は、過去に社外役員となること以外の方法により

会社経営に関与したことはありませんが、専門知識及び豊富な経験を活かして、当社の持続的な企業価値向上

の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくこ

とを目的に、社外取締役として選任しております。

社外取締役織作峰子は、フォトグラファーや大学教授としての活動に加え、自身の事務所を経営しながら公

益社団法人等の理事などを幅広く務め、環境・社会に関する豊富な見識を有しており、2021年から当社の社外

取締役を務めております。この幅広い見識を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス

強化に向け、特にＥＳＧや人材育成の面において、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参

画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。

社外取締役乾新悟は、海運業界を中心としたグローバルな事業領域において経営者としての豊富な経験と幅

広い見識を有しており、2022年から当社の社外取締役を務めております。この豊富な経験及び実績を活かし、

当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督

や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。

社外取締役吉武一郎は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有

しており、2022年から当社の社外取締役を務めております。この豊富な経験及び幅広い実績を活かし、当社の

持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思

決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。

社外取締役髙森龍臣は、日本を代表する化粧品製造企業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を

有しており、2022年から当社の社外取締役を務めております。海外事業を含むこの豊富な経験及び実績を活か

して、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行

の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。

社外取締役服部明人は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有するとともに、コンプライアンスやガ

バナンス等の企業法務にも精通しており、2023年から当社の社外取締役を務めております。この専門知識及び

豊富な経験を活かして、当社の持続的な企業価値向上の実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場か

ら、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくことを目的に、社外取締役として選任しております。

社外取締役伊賀真理は、日本を代表するインフラ企業においてグループ会社の代表取締役社長を務めたほ

か、人材・組織活性化に関するコンサルティング会社を起業し代表取締役を務めるなど、経営者としての豊富

な経験と幅広い見識を有しております。この豊富な経験及び実績を活かして、当社の持続的な企業価値向上の

実現並びにガバナンス強化に向け、独立した立場から、当社の業務執行の監督や意思決定に参画いただくこと

を目的に、社外取締役として選任しております。
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社外監査役原口裕は、銀行業界における経営者としての豊富な経験及び証券代行分野における総合的なソ

リューションの提供、株主との対話支援、ガバナンス関連支援等の高い専門知識を有しており、2022年から当

社の社外監査役を務めております。この豊富な経験及び見識を、独立した立場から当社の監査体制の強化に活

かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。

社外監査役疋田鏡子は、公認会計士としての財務及び会計に関する専門知識と高い見識を有しており、2023

年から当社の社外監査役を務めております。同氏は過去に社外役員となること以外の方法により会社経営に関

与したことはありませんが、独立した立場から、この専門知識及び見識を当社の監査体制の強化に活かしてい

ただくことを目的に、社外監査役として選任しております。

社外監査役三木憲明は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験並びに金融・証券業界における会社役員と

しての幅広い見識を有するとともに、コンプライアンスやガバナンス等の企業法務にも精通しており、2024年

から当社の社外監査役を務めております。この専門知識及び見識を、独立した立場から当社の監査体制の強化

に活かしていただくことを目的に、社外監査役として選任しております。

 

ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準

当社は、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれ

がないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立

性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統

制部門との関係

監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会

に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分

に発揮できる体制を構築しております。

社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。
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（３）【監査の状況】

①監査役監査の状況

１．組織・人員

イ．監査役は、５名の監査役(常勤(社内)監査役２名、非常勤(社外)監査役３名)で監査役会を構成しておりま

す。社外監査役の３名は、独立役員として指定し、監査機能の客観性及び中立性を確保しております。

 

ロ．各監査役の経験・能力

 

氏　名 在任期間 経験及び能力

常勤監査役(社内)

　新谷　尚志
７年

大手保険会社及び当社の情報システム部門において要職を歴任した経験と実績

を有しております。

常勤監査役(社内)

　五味　威夫
２年 当社の営業部門において要職を務め豊富な経験と実績を有しております。

非常勤監査役(社外)

　原口　裕
４年

銀行業界における経営者、ビジネスコンサルタント等の豊富な経験と幅広い見

識を有しております。

非常勤監査役(社外)

　疋田　鏡子
３年 公認会計士であり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

非常勤監査役(社外)

　三木　憲明
２年

弁護士としての専門知識と豊富な経験、またコンプライアンスやガバナンス等

の企業法務に関する相当程度の知見を有しております。

 

ハ．当社は社外監査役の選任に当たり、親会社とは独立して以下の要件を満たす者を選任しております。

a．法令、財務、会計等の分野における知見を有し、中立、公正な立場から企業価値向上に貢献できる者

b．会社法第335条第１項に定める監査役の欠格事由に該当しない者

c．会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たす者

 

２．監査役会の活動状況

監査役会は、取締役会開催に先立ち月次で開催される他、必要に応じて随時開催され、取締役会議案につい

てガバナンスのあり方、内部統制システムの構築・運用状況の監視検証、リスクマネジメントに関する事項に

ついて審議し、取締役会などで適宜・適切な提言を行っております。また、常勤監査役は取締役等へのヒアリ

ング、重要な書類の閲覧、重要な事業所の往査等を通じて経営の状況を把握するなどの日常的な監視活動を実

践しております。

 

イ．監査役会の基本方針

監査役、会計監査人、内部監査部による「三様監査」の基本思想に立ち、互いに情報の共有を図り監査業

務を連携することにより、効率的で実効性の高い監査を実施しております。当事業年度の「監査方針及び監

査計画」に基づき、取締役の職務執行の監査において、法令及び定款、社内規定に照らした適法性監査を実

施するとともに、必要に応じて妥当性の監査を行っております。

 

ロ．監査役会の監査の重点項目（当事業年度）

a．重要経営課題への取組状況の監査として、中長期経営計画の進捗状況、人的資本経営の推進状況、戦略

的物流構想の検討状況、及び、新規事業・事業拡大の検討と取組状況の監視

b．コーポレート・ガバナンスの確立と運用の監査として、企業価値向上のためのサステナビリティ推進状

況、風通しの良い企業風土の整備状況、及び、内部統制システムの維持・向上への取組の監視

c．リスクマネジメントに関する監査として、事業環境変化への対応、ハラスメントを含む企業不祥事の予

防保全、及び、IT統制、サイバーリスク、BCPへの取組状況の監視

 

ハ．監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況

当事業年度は合計15回開催し、１回あたりの所要時間は約３時間となっております。

また、全ての監査役が任期中の全ての監査役会に出席しております。
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ニ．監査役会の決議、報告事項

年間を通じて以下の事項の決議、報告、審議を行いました。

決議10件：監査役監査方針・監査計画・職務分担の作成、株主総会へ提出の監査役選任議案の同意、会計

監査人の評価及び再任・不再任決議、監査役会監査報告書の作成等

報告100件：取締役会議題事前確認、監査役日常活動状況報告及び社内決裁内容確認、監査役活動年間レ

ビュー等

 

ホ．監査役会の実効性確保

年に１回、記名回答のアンケート形式にて全監査役による監査役会実効性評価を実施し、その結果の共有

と対策の検討、実施を行い、実効性の確保に努めております。

 

ヘ．監査役、監査部(内部監査部門)、ＣＳＲ推進本部(内部統制事務局)との月例連絡会議を実施し、内部統制

の構築・運用の状況並びに現場での業務監査を通じたリスク状況の把握に努めております（当事業年度12回

実施）。

 

ト．「監査上の主要な検討事項(ＫＡＭ)」に対し、会計監査人と協議するとともに、監査役会において内容の

確認を行いました。

 

チ．親会社との関係においてはグループ監査役連絡会と連携しつつ、独自のリスク管理に基づいた監査方針を

定め、監査役監査活動に当たっております。

 

②内部監査の状況

１．内部監査は、「内部監査規則」に基づき代表取締役社長直轄の監査部(７名)が担当しております。監査部は

当事業年度の「監査計画書」に基づき、業務全般にわたる業務監査、会計監査及び財務報告に係る内部統制の

有効性評価を行い、改善が必要な事項についてはすみやかに改善の勧告・指導を行っております。

また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制報告制度への対応としては、ＣＳＲ推進本部を内部

統制の維持・整備を進める主管部門とし、そのモニタリングを実施するための機能を監査部が担うことで、損

失の危機を早期に発見することに努めております。

 

２．内部監査の実効性を確保するための取組

イ．代表取締役社長への報告

「監査計画書」に従い実施した監査結果を、毎月１回「監査報告書」にして社長に報告し、リスク課題の対

処に努めております。

 

ロ．取締役会への報告

取締役会へは、四半期毎に内部統制の運用状況、業務監査上の指摘事項等を報告し、経営層へリスク課題の

共有を図っております。

 

ハ．監査役、監査部(内部監査部門)、ＣＳＲ推進本部(内部統制事務局)との連携

毎月連絡会議を実施し、監査役より活動状況の報告を受けるとともに、監査部から内部統制監査並びに業務

監査を通じたリスク情報の報告を行い、ＣＳＲ推進本部から財務報告に係る内部統制の構築・推進状況につき

報告を受ける事で、内部監査の実効性を確保しております。

 

ニ．会計監査人との連携

会計監査人とは、年２回の連絡会議を実施し、内部統制の整備・運用状況に関する互いの情報を共有してお

ります。
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③会計監査の状況

 

イ．監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

 

ロ．継続監査期間

20年

 

ハ．業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員　業務執行社員　洪　　性禎（継続監査年数４年）

指定有限責任社員　業務執行社員　江﨑　真護（継続監査年数４年）

 

ニ．監査業務に係る補助者の構成

公認会計士15名、会計士試験合格者11名、その他28名

 

ホ．監査法人の選定方針と理由

監査法人の選定にあたっては、以下の事項について書面を入手し、面談、質問等を基に監査役会の決議を経

て株主総会に付議することとしております。

なお、監査役会は会計監査人が会社法第340条第１項に定められている解任理由に該当する状況にあり、か

つ改善の見込みがないと判断した場合、もしくは監督官庁から監査業務停止処分を受ける等、当社の監査業務

に重大な支障を来す事態が生じた場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案

の内容を決定いたします。

a．監査品質並びに品質管理

(1)監査業務の実施体制

(2)品質管理システムの監視体制

(3)品質管理の責任体制

(4)品質管理の評価に対する体制

b．独立性及び職業倫理

c．総合的能力（職業的専門家としての専門性）

d．監査実施の有効性及び効率性

e．監査報酬の見積額の適切性

 

ヘ．監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役会は、会計監査人の品質管理、監査体制、監査報酬の水準等について、当社の財務本部、監査

部、並びに会計監査人から収集した情報を評価し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認め、有限責任

あずさ監査法人を再任することが適当であると判断しております。
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④監査報酬の内容等

イ．監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

89 － 101 －

 

ロ．監査公認会計士等と同一のネットワーク(ＫＰＭＧグループ）に対する報酬（イ．を除く）

該当事項はありません。

 

ハ．その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

 

ニ．監査報酬の決定方針

当社の会計監査人に対する監査報酬の決定方針については、会計監査人の往査場所、往査内容、監査見積り

日数等を基に算出された見積り監査報酬について、その金額の妥当性を吟味し、監査役会の同意を得たうえで

決定しております。

 

ホ．監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、取締役、社内関係部署並びに会計監査人より、当事業年度の監査方針、監査計画、監査

の方法と体制について資料を入手、報告を受け、その内容及び報酬見積りの算定根拠を確認、検討した結果、

会計監査人の報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第１項の同意を行っております。
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（４）【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針については、経営戦略の達成に向けて、優秀

な人材を引き付けるに足るインセンティブとするとともに、経営環境の変化や外部の客観的なデータ等考慮し、

世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準としております。

取締役の報酬等の内訳については、固定報酬、単年度の業績に連動する賞与及び非金銭報酬で構成されてお

り、中長期業績に連動する報酬は設定しておりません。

固定報酬の金額については、役位・職責などを基に決定しております。賞与については、年間の総報酬の概ね

20％～30％を目途に役位が上位の取締役ほどその占める割合が多くなるようにしております。また、賞与の変動

について具体的な指標は設定しておりませんが、企業運営上の重要指標と考えている営業利益、経常利益及び販

管費率等の公表した計画との比較並びに前事業年度の実績との比較などに加え、担当業務における成果及び企業

価値向上に向けた貢献などを総合的に検討し決定しております。

非金銭報酬については、過去の合併等により全国にまたがる優秀な人材を適材適所に配置するために、規則に

基づく社宅提供等を実施しております。

取締役の報酬等のうち、固定報酬及び賞与は金銭報酬として2006年６月26日開催の第78期定時株主総会決議に

より年額750百万円以内、非金銭報酬については2009年６月23日開催の第81期定時株主総会決議により年額20百

万円以内と定められております。監査役の報酬については、2009年６月23日開催の第81期定時株主総会決議によ

り年額150百万円以内と定められており、各監査役の個別の報酬額については監査役の協議により決定しており

ます。

取締役の報酬等の決定のプロセスを明確化することを目的に、2019年１月21日に構成員の過半を社外役員とす

る取締役会の諮問委員会として、指名・報酬委員会を設置しております。固定報酬及び賞与の決定については、

取締役会の決議に先立ち指名・報酬委員会において審議したうえで、決定権限を有する取締役会に上程し決議を

行っております。なお、2026年３月期の業績に連動した賞与については同年４月27日に、提出日現在の取締役の

固定報酬については2026年６月19日に開催した取締役会において決議しております。

なお、当社は中長期業績に連動する役員報酬等は設定しておりませんが、固定報酬の中から、役位毎に定めた

一定金額以上を毎月拠出し、持株会を通じて当社株式を購入しております。この株式購入は、株主目線での経営

や持続的成長に資するものと判断しております。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額

（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる

役員の員数

（人）基本報酬 業績連動報酬 非金銭報酬等

取締役

（社外取締役

を除く）

252 203 47 2 6

監査役

（社外監査役

を除く）

62 62 － － 2

社外役員 117 117 － － 10

 

③報酬等の総額が１億円以上である者の報酬等の総額等

報酬等の総額が１億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
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（５）【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が「純投資目的である投資株式」と「純投資目的以外の目的である投資株式」の区分につい

て、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする株式については「純投資

目的である投資株式」に区分し、それ以外の株式については「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分し

ております。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の

内容

当社は、持続的成長に向けて、取引先との長期的・安定的な関係の構築・強化による取引深耕・拡大を目的

として政策保有株式を保有しております。

政策保有株式については、中長期的視点を用いつつ当社成長に資するかどうかを判断基準として、縮減して

いく方針であります。この方針に沿って毎年１回取締役会において判断を行っております。具体的には、次の

要件を基に個別銘柄ごとに検証しております。

・保有目的が適切かどうか

・当社資本コストやリスクを上回る利益（取引による利益額と配当による利益額の合計額）や便益が得られて

いる又は得られる見込みがあるか

当社は、2025年９月に開催した取締役会において個別銘柄について検証を行いました。個別銘柄について

は、持続的成長に向けた取引深耕・拡大等を中長期的視点から検証するとともに、取引先から得られる又は得

られる見込みがある利益等と当社資本コストの比較を行い保有の合理性を検証しております。

 

ロ．銘柄数及び貸借対照表計上額

 
銘柄数
（銘柄）

貸借対照表計上額の
合計額（百万円）

非上場株式 9 489

非上場株式以外の株式 31 28,863

 

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の増加に係る取得
価額の合計額（百万円）

株式数の増加の理由

非上場株式 1 299
データ活用に関する知見獲得及びサプライ

チェーンのＤＸ推進を目的とした株式取得

非上場株式以外の株式 14 91 持続的成長に向けた取引深耕・拡大のため

 

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）

 
銘柄数
（銘柄）

株式数の減少に係る売却
価額の合計額（百万円）

非上場株式 1 0

非上場株式以外の株式 5 2,743
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ハ．特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
 

特定投資株式

銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

（注）１

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

株式会社クリエイト

ＳＤホールディング

ス

1,731,916 1,730,920

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については取引拡大

に向け、同社の共栄会等に加入してお

り、同会における持株会での株式取得に

よるものであります。

無

5,723 5,033

株式会社トライアル

ホールディングス

1,200,000 1,200,000

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

有

5,040 2,616

株式会社マツキヨコ

コカラ＆カンパニー

1,548,122 1,545,109

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については取引拡大

に向け、同社の共栄会等に加入してお

り、同会における持株会での株式取得に

よるものであります。

無

3,910 3,616

イオン株式会社

1,382,033 457,157

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については株式分

割、及び取引拡大に向け、同社の共栄会

等に加入しており、同会における持株会

での株式取得によるものであります。

無

2,604 1,714

ライオン株式会社

1,359,503 1,359,503

同社とは当社が取り扱う商品の仕入取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

有

2,262 2,409

株式会社クスリのア

オキホールディング

ス

513,200 513,200

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

1,985 1,744

ロート製薬株式会社

663,040 663,040
同社とは当社が取り扱う商品の仕入取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

1,596 1,482
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銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

（注）１

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

株式会社平和堂

284,591 277,180

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については取引拡大

に向け、同社の共栄会等に加入してお

り、同会における持株会での株式取得に

よるものであります。

無

844 704

株式会社イズミ

697,735 230,538

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については株式分

割、及び取引拡大に向け、同社の共栄会

等に加入しており、同会における持株会

での株式取得によるものであります。

無

723 729

株式会社ジョイフル

本田

296,000 296,000

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

626 592

株式会社バローホー

ルディングス

107,280 107,280

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

392 256

小林製薬株式会社

65,552 65,551

同社とは当社が取り扱う商品の仕入取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については取引拡大

に向け、同社の共栄会等に加入してお

り、同会における持株会での株式取得に

よるものであります。

有

386 371

株式会社ライフコー

ポレーション

136,026 132,414

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については取引拡大

に向け、同社の共栄会等に加入してお

り、同会における持株会での株式取得に

よるものであります。

無

345 255
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銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

（注）１

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

Ｇｅｎｋｙ　Ｄｒｕ

ｇＳｔｏｒｅｓ株式

会社

86,194 85,894

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については取引拡大

に向け、同社の共栄会等に加入してお

り、同会における持株会での株式取得に

よるものであります。

無

341 244

株式会社ツルハホー

ルディングス

116,000 12,000

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については株式分

割、及びウエルシアホールディングス株

式会社と同社との株式交換によるもので

あります。（注）３

無

287 111

スギホールディング

ス株式会社

80,376 80,376

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

279 226

株式会社フジ

121,756 120,537

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については取引拡大

に向け、同社の共栄会等に加入してお

り、同会における持株会での株式取得に

よるものであります。

無

254 261

コーナン商事株式会

社

61,594 60,680

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については取引拡大

に向け、同社の共栄会等に加入してお

り、同会における持株会での株式取得に

よるものであります。

無

251 226

ユニ・チャーム株式

会社

186,786 186,786

同社とは当社が取り扱う商品の仕入取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

173 222
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銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

（注）１

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

サツドラホールディ

ングス株式会社

180,000 180,000

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

153 160

フマキラー株式会社

122,820 122,820

同社とは当社が取り扱う商品の仕入取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

有

134 133

イオン北海道株式会

社

138,960 138,960

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

123 117

株式会社セキチュー

90,835 86,983

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

なお、株式数の増加については取引拡大

に向け、同社の共栄会等に加入してお

り、同会における持株会での株式取得に

よるものであります。

無

92 88

株式会社ＰＬＡＮＴ

50,000 50,000
同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

91 74

株式会社プラネット

48,000 48,000
当社の事業に必要なデータ交換サービス

を提供する企業として株式を保有してお

ります。このため、定量的な保有効果の

測定は困難な状況にあります。

無

59 60

ミニストップ株式会

社

32,343 32,343
同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

59 58

ＤＣＭホールディン

グス株式会社

33,541 33,541

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

53 46
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銘柄

当事業年度 前事業年度
保有目的、業務提携等の概要、

定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

（注）１

当社の株式の
保有の有無

株式数（株） 株式数（株）

貸借対照表計上額
（百万円）

貸借対照表計上額
（百万円）

株式会社カワチ薬品

9,800 9,800

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

29 27

株式会社コスモス薬

品

4,000 4,000

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

27 30

株式会社コメリ

1,890 1,890

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

6 5

株式会社ジュンテン

ドー

2,552 2,552

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しております。また、

同社とは相応の取引金額を有しておりま

す。

無

1 1

株式会社マンダム

－ 448,010

同社とは当社が取り扱う商品の仕入取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しておりましたが、当

事業年度に保有株式すべてを売却いたし

ました。

有

－ 591

ウエルシアホール

ディングス株式会社

－ 248,924

同社とは当社が取り扱う商品の販売取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しておりました。ま

た、同社とは相応の取引金額を有してお

りました。（注）３

無

－ 538

久光製薬株式会社

－ 109,883

同社とは当社が取り扱う商品の仕入取引

があり、中長期視点で取引深耕・拡大を

目的に株式を保有しておりましたが、当

事業年度に保有株式すべてを売却いたし

ました。

無

－ 444

エイチ・ツー・

オー　リテイリング

株式会社

－ 7 当社方針に基づき全株売却いたしまし

た。
無

－ 0

（注）１．各銘柄の定量的な保有効果の記載は実務上困難なため記載を省略しております。なお、保有の合理性は、取引

先から得られる又は得られる見込みがある利益等と当社資本コストの比較を行い保有の合理性を検証しており

ます。

２．「－」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

３．ウエルシアホールディングス株式会社は、株式交換により2025年12月１日付で、株式会社ツルハホールディン

グスの完全子会社へと移行しております。この株式交換により、ウエルシアホールディングス株式会社の普通

株式１株につき、1.15株の割合で、株式会社ツルハホールディングスの普通株式の割当交付を受けておりま

す。

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。
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５【従業員の状況等】

（１）【人材戦略に関する基本方針等】

①会社の経営方針・経営戦略等に関連付けた会社の人材戦略

当社の人材戦略については、「多様な人材が自律・自発で活躍する組織の構築」を基本方針とし、事業戦略

と連動した人材ポートフォリオの構築を目的としております。具体的には、流通の高度化、デジタル・データ

活用、物流生産性の向上および新規事業の創出を支える人材の育成・確保を重要課題として位置付けておりま

す。

この方針のもと、当社は、必要とされる専門性およびスキルに応じた人材育成施策の実施、柔軟な採用の推

進、並びにジョブローテーションや公募制異動等を通じた適正配置を行っております。また、タレントマネジ

メントを活用し、個々の能力や経験を可視化したうえで、事業戦略に資する人材配置を図っております。

加えて、働き方改革、多様性の尊重、健康経営の推進等を通じて、従業員が安定的かつ継続的に能力を発揮

できる環境整備に取り組んでおります。これらの施策を通じて、組織の持続的な競争力の確保および中長期的

な企業価値の向上を目指しております。

 

②会社の従業員の給与（賞与含む）その他の給付の額及び内容の決定に関する方針

当社は、従業員の給与（賞与含む）その他の給付の額及び内容の決定に関する方針については、経営戦略の

達成および中長期的な企業価値の向上に資する人材の確保および定着を目的として、適正な報酬水準および制

度設計を行うことを基本方針としております。

給与水準については、役割・職務内容・責任の程度、個人の成果および能力を踏まえるとともに、当社の業

績、財務状況、労働市場の動向および社会一般の賃金水準等を総合的に勘案したうえで決定しております。

賞与については、会社業績ならびに個人評価等を反映させる仕組みとし、経営目標の達成に向けた動機付け

としての機能を持たせております。これにより、業績との連動性を確保し、報酬の公平性・納得性の向上を

図っております。

また、法定福利厚生に加え、長期雇用を前提とした働き方を支援する各種制度や研修・能力開発への投資、

健康経営の取り組みなどを含めた総合的な処遇体系を構築し、従業員が安心して就業できる環境整備を進めて

おります。これらの方針を通じて、持続的な人材価値の向上と企業価値の向上の両立を図っております。
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（２）【従業員の状況】

①　提出会社の状況

     2026年３月31日現在

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）
平均年間給与の
対前事業年度増減率

（％）

2,363 （5,856） 43.8 17.5 6,761,779 △1.4

（注）１．従業員数は就業人員であります。

２．従業員数には、社外への出向者（４名）を除き、嘱託（19名）を含めております。

３．臨時雇用者（パートタイマー、派遣社員を含む）を雇用しており、年間平均人員（労働時間を月間150時間

で換算）を従業員数欄に（　）外数で記載しております。

４．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。なお、勤続１年未満の者（休職者を含む）は除い

ております。

５．当社は、卸売事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

 

②　労働組合の状況

2026年３月31日現在
 

名称 結成年月日 組合員数（人）

ＰＡＬＴＡＣ労働組合 2007年３月１日 1,938

（注）１．上部組織には所属しておりません。

２．労使関係は円満に推移しており、特記すべき事項はありません。

 

③　管理的地位にある労働者に占める女性労働者の割合、男性労働者の育児休業取得率及び労働者の男女の賃金の額

の差異

当事業年度

補足説明
管理的地位にある労
働者に占める女性労
働者の割合（％）
 （注）１

男性労働者の育児休
業取得率（％）
 （注）２

労働者の男女の賃金の額の差異（％）
（注）３

全労働者
うち正規雇用労
働者

うちパート・有
期労働者
（注）４

8.3 62.5 52.2 74.3 91.3 　　（注）５

（注）１．「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成27年法律第64号）の規定に基づき算出したもの

であります。

２．「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（平成３年法律第76号）の規

定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」（平成

３年労働省令第25号）第71条の６第１号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。

３．男女の賃金の額の差異については、男性の賃金に対する女性の賃金割合を示しております。賃金には、給与

（基準外賃金を含む）、賞与、課税通勤費等を含んでおります。

４．パートタイマーについては、年間平均人員（労働時間を月間150時間で換算）にて算出しております。

５．「労働者の男女の賃金の額の差異」について、賃金制度・体系において性別による差異はありません。男女

の賃金の額の差異は主に男女間の管理職比率、年齢構成及び雇用形態の差異によるものであります。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について
　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）に基づい

て作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（2025年４月１日から2026年３月31日ま

で）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

 

３．連結財務諸表について
　「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号）第５条第２項により、当社

では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財政

状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を誤らせない程度に重要性が乏しいものとし

て、連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準　　　　  　               0.1％

売上高基準　　　  　               0.1％

利益基準　　　　  　             △0.1％

利益剰余金基準　  　               0.0％

 

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について
　当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適

切に把握し、又は会計基準等の変更等について的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務

会計基準機構へ加入し、セミナーへ参加しております。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 69,916 83,282

受取手形 21 －

電子記録債権 5,549 3,350

売掛金 212,549 225,765

商品及び製品 54,705 54,179

前払費用 642 693

未収入金 16,284 16,902

その他 6,070 6,208

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 365,735 390,379

固定資産   

有形固定資産   

建物 79,755 80,072

減価償却累計額 △34,430 △37,224

建物（純額） 45,325 42,848

構築物 5,920 5,922

減価償却累計額 △4,382 △4,613

構築物（純額） 1,538 1,309

機械及び装置 56,831 58,101

減価償却累計額 △38,430 △41,027

機械及び装置（純額） 18,401 17,073

車両運搬具 1,342 1,376

減価償却累計額 △1,204 △1,204

車両運搬具（純額） 137 171

工具、器具及び備品 2,379 2,449

減価償却累計額 △1,934 △1,855

工具、器具及び備品（純額） 445 593

土地 46,748 46,748

リース資産 597 687

減価償却累計額 △278 △254

リース資産（純額） 318 432

建設仮勘定 18 97

有形固定資産合計 112,933 109,275

無形固定資産   

特許権 60 28

ソフトウエア 483 562

ソフトウエア仮勘定 79 44

電話加入権 84 84

その他 16 14

無形固定資産合計 724 734
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

投資その他の資産   

投資有価証券 25,600 29,353

関係会社株式 159 226

出資金 0 0

関係会社出資金 126 126

破産更生債権等 0 －

長期前払費用 659 555

前払年金費用 691 846

差入保証金 366 624

その他 51 51

貸倒引当金 △3 △3

投資その他の資産合計 27,654 31,782

固定資産合計 141,312 141,792

資産合計 507,048 532,171

負債の部   

流動負債   

電子記録債務 10,778 10,422

買掛金 161,836 168,404

リース債務 117 169

未払金 20,926 23,426

未払費用 276 425

未払法人税等 5,252 5,493

未払消費税等 380 814

前受金 27 23

預り金 119 151

賞与引当金 1,740 1,626

資産除去債務 － 2

その他 7,571 7,533

流動負債合計 209,028 218,493

固定負債   

リース債務 232 306

繰延税金負債 6,459 7,777

退職給付引当金 3,123 3,208

資産除去債務 80 139

長期預り金 455 507

固定負債合計 10,351 11,940

負債合計 219,379 230,433
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(2025年３月31日)
当事業年度

(2026年３月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,869 15,869

資本剰余金   

資本準備金 16,597 16,597

その他資本剰余金 8,495 4,144

資本剰余金合計 25,093 20,741

利益剰余金   

利益準備金 665 665

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 7,511 7,419

別途積立金 207,244 222,244

繰越利益剰余金 24,974 25,202

利益剰余金合計 240,395 255,531

自己株式 △5,757 △5,527

株主資本合計 275,601 286,615

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,082 15,103

繰延ヘッジ損益 △14 18

評価・換算差額等合計 12,067 15,122

純資産合計 287,669 301,738

負債純資産合計 507,048 532,171
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②【損益計算書】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

売上高   

商品売上高 1,170,135 1,218,708

その他売上高 17,962 19,138

売上高合計 ※１ 1,188,097 ※１ 1,237,846

売上原価   

商品売上原価   

商品期首棚卸高 51,352 54,705

当期商品仕入高 1,087,295 1,129,270

小計 1,138,647 1,183,976

商品期末棚卸高 54,705 54,179

商品売上原価 1,083,941 1,129,796

その他売上原価 15,173 15,728

売上原価合計 1,099,114 1,145,525

売上総利益 88,982 92,321

販売費及び一般管理費 ※２,※３ 60,973 ※２,※３ 65,890

営業利益 28,008 26,430

営業外収益   

受取配当金 516 568

情報提供料収入 1,868 1,912

不動産賃貸料 166 166

その他 1,293 794

営業外収益合計 3,844 3,442

営業外費用   

支払利息 6 7

不動産賃貸費用 115 32

自己株式取得費用 34 12

その他 11 13

営業外費用合計 168 65

経常利益 31,684 29,807
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  （単位：百万円）

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

特別利益   

固定資産売却益 ※４ 5 －

投資有価証券売却益 1,010 1,905

災害損失引当金戻入額 7 －

受取保険金 － 478

特別利益合計 1,023 2,384

特別損失   

固定資産売却損 ※５ 7 －

固定資産除却損 ※６ 11 ※６ 20

減損損失 － ※７ 104

投資有価証券評価損 － 210

関係会社株式評価損 － 97

特別損失合計 19 433

税引前当期純利益 32,689 31,758

法人税、住民税及び事業税 9,472 9,813

法人税等調整額 352 △85

法人税等合計 9,824 9,727

当期純利益 22,864 22,031
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売上原価明細書

その他売上原価明細書

  
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

人件費  6,003 39.6 6,254 39.8

配送費  5,036 33.2 5,526 35.1

減価償却費  2,401 15.8 2,302 14.6

その他  1,730 11.4 1,645 10.5

合計  15,173 100.0 15,728 100.0
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

        （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 15,869 16,597 11,229 27,827 665 7,467 192,244 23,357 223,735

当期変動額          

剰余金の配当    －    △6,204 △6,204

当期純利益    －    22,864 22,864

税率変更による積立金の調整額    －  △97  97 －

固定資産圧縮積立金の積立    －  225  △225 －

固定資産圧縮積立金の取崩    －  △84  84 －

別途積立金の積立    －   15,000 △15,000 －

自己株式の取得    －     －

自己株式の消却   △2,733 △2,733     －

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

   －     －

当期変動額合計 － － △2,733 △2,733 － 43 15,000 1,616 16,660

当期末残高 15,869 16,597 8,495 25,093 665 7,511 207,244 24,974 240,395

 

       

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △3,490 263,941 14,001 19 14,021 277,962

当期変動額       

剰余金の配当  △6,204   － △6,204

当期純利益  22,864   － 22,864

税率変更による積立金の調整額  －   － －

固定資産圧縮積立金の積立  －   － －

固定資産圧縮積立金の取崩  －   － －

別途積立金の積立  －   － －

自己株式の取得 △4,999 △4,999   － △4,999

自己株式の消却 2,733 －   － －

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

 － △1,919 △34 △1,953 △1,953

当期変動額合計 △2,266 11,660 △1,919 △34 △1,953 9,706

当期末残高 △5,757 275,601 12,082 △14 12,067 287,669
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当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

        （単位：百万円）

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

 

資本準備
金

その他資
本剰余金

資本剰余
金合計

利益準備
金

その他利益剰余金

利益剰余
金合計

 
固定資産
圧縮積立
金

別途積立
金

繰越利益
剰余金

当期首残高 15,869 16,597 8,495 25,093 665 7,511 207,244 24,974 240,395

当期変動額          

剰余金の配当    －    △6,895 △6,895

当期純利益    －    22,031 22,031

税率変更による積立金の調整額    －     －

固定資産圧縮積立金の積立    －     －

固定資産圧縮積立金の取崩    －  △92  92 －

別途積立金の積立    －   15,000 △15,000 －

自己株式の取得    －     －

自己株式の消却   △4,351 △4,351     －

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

   －      

当期変動額合計 － － △4,351 △4,351 － △92 15,000 228 15,136

当期末残高 15,869 16,597 4,144 20,741 665 7,419 222,244 25,202 255,531

 

       

 株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

繰延ヘッジ
損益

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △5,757 275,601 12,082 △14 12,067 287,669

当期変動額       

剰余金の配当  △6,895   － △6,895

当期純利益  22,031   － 22,031

税率変更による積立金の調整額  －   － －

固定資産圧縮積立金の積立  －   － －

固定資産圧縮積立金の取崩  －   － －

別途積立金の積立  －   － －

自己株式の取得 △4,121 △4,121   － △4,121

自己株式の消却 4,351 －   － －

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）

 － 3,021 33 3,054 3,054

当期変動額合計 229 11,014 3,021 33 3,054 14,068

当期末残高 △5,527 286,615 15,103 18 15,122 301,738
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④【キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前事業年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 32,689 31,758

減価償却費 6,495 6,364

減損損失 － 104

貸倒引当金の増減額（△は減少） 0 △0

賞与引当金の増減額（△は減少） △183 △114

災害損失引当金の増減額（△は減少） △403 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △71 △69

受取利息及び受取配当金 △516 △569

支払利息 6 7

投資有価証券売却損益（△は益） △1,010 △1,905

受取保険金 － △478

関係会社株式評価損 － 97

売上債権の増減額（△は増加） △4,956 △10,996

棚卸資産の増減額（△は増加） △3,353 526

仕入債務の増減額（△は減少） 2,971 6,211

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,519 434

その他 978 2,027

小計 30,126 33,399

利息及び配当金の受取額 516 569

利息の支払額 △8 △7

災害による損失の支払額 △401 －

保険金の受取額 － 478

法人税等の支払額 △9,558 △9,511

営業活動によるキャッシュ・フロー 20,675 24,929

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,406 △2,078

有形固定資産の売却による収入 83 －

無形固定資産の取得による支出 △216 △242

投資有価証券の取得による支出 △86 △391

投資有価証券の売却による収入 1,415 2,744

関係会社株式の取得による支出 － △164

関係会社出資金の払込による支出 △14 －

その他 △202 △269

投資活動によるキャッシュ・フロー △428 △402

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △120 △143

自己株式の取得による支出 △4,999 △4,121

配当金の支払額 △6,204 △6,895

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,324 △11,160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 8,922 13,366

現金及び現金同等物の期首残高 60,994 69,916

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 69,916 ※ 83,282
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金

 移動平均法による原価法を採用しております。

(2）その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの

 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）を採用して

おります。

市場価格のない株式等

 移動平均法による原価法を採用しております。

 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

時価法を採用しております。

 

３．棚卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

 

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産（リース資産を除く）

 定額法を採用しております。

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物         ８～50年

機械及び装置 ８～12年

(2）無形固定資産（リース資産を除く）

 定額法を採用しております。

 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。

(3）リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4）長期前払費用

均等償却を採用しております。

 

５．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2）賞与引当金

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担相当額を計上しておりま

す。

(3）災害損失引当金

災害により被災した資産の復旧等に要する支出に備えるため、当事業年度末における見込額を計上してお

ります。

(4）退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

 ①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法について

は、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法

各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により

按分した額を、発生の翌事業年度から費用処理しております。
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６．収益及び費用の計上基準

　当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充

足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。

　当社は、化粧品・日用品及び一般用医薬品等の販売を主な事業としており、顧客との販売契約に基づいて商

品を引き渡す履行義務を負っております。当該履行義務は、主に商品を引き渡した時点において支配が顧客に

移転して履行義務が充足されると判断しておりますが、国内の販売において、出荷時から当該商品の支配が顧

客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

　なお、当社が代理人に該当すると判断した取引については、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対す

る支払額を控除した純額で収益を算定しております。また、収益は顧客との契約において約束された対価か

ら、返品、値引き及びリベート等を控除した金額で算定しております。

 

７．ヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

 繰延ヘッジ処理によっております。

為替予約については振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を行っております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段…デリバティブ取引（為替予約取引）

ヘッジ対象…外貨建債務及び外貨建予定取引

(3）ヘッジ方針

 事業活動に伴う為替相場等変動によるリスクを低減させること、又はキャッシュ・フロー固定化を目的と

しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

 為替予約について原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象の為替相

場変動の累計とヘッジ手段の相場変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判定しております。

ただし、ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債に関する重要な条件が同一である場合には、有効性が100％

であることが明らかであるため、有効性の判定は省略しております。

 

８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３か月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

 

９．その他財務諸表作成のための基礎となる事項

 該当事項はありません。
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（重要な会計上の見積り）

翌事業年度の財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性のある会計上の見積りはありません。

 

（未適用の会計基準等）

・「リースに関する会計基準」（企業会計基準第34号　2024年９月13日　企業会計基準委員会）

・「リースに関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第33号　2024年９月13日　企業会計基準

委員会）　等

(1）概要

企業会計基準委員会において、日本基準を国際的に整合性のあるものとする取組みの一環として、借手

の全てのリースについて資産及び負債を認識するリースに関する会計基準の開発に向けて、国際的な会計

基準を踏まえた検討が行われ、基本的な方針として、ＩＦＲＳ第16号の単一の会計処理モデルを基礎とす

るものの、ＩＦＲＳ第16号の全ての定めを採り入れるのではなく、主要な定めのみを採り入れることによ

り、簡素で利便性が高く、かつ、ＩＦＲＳ第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要

となることを目指したリース会計基準等が公表されました。

借手の会計処理として、借手のリースの費用配分の方法については、ＩＦＲＳ第16号と同様に、リース

がファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、全てのリースについ

て使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルが適用

されます。

 

(2）適用予定日

2028年３月期の期首から適用いたします。

 

(3）当該会計基準等の適用による影響

「リースに関する会計基準」等の適用による財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であ

ります。

 

（表示方法の変更）

（貸借対照表）

前事業年度において、「受取手形」に含めて表示しておりました「電子記録債権」は、当事業年度の受取手形

の残高が無いため、当事業年度より電子記録債権として表示しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「受取手形」に表示していた5,570百万円は、「受取手形」21

百万円、「電子記録債権」5,549百万円として組み替えております。

 

（損益計算書）

前事業年度において、独立掲記していた「営業外収益」の「助成金収入」は、金額的重要性が乏しくなったた

め、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度

の財務諸表の組み替えを行っております。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「助成金収入」に表示していた576百万円

は、「その他」として組み替えております。
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（損益計算書関係）

※１　顧客との契約から生じる収益

　　　売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。

顧客との契約から生じる収益の金額は、「（収益認識関係） （１）顧客との契約から生じる収益を分解

した情報」に記載しております。

 

※２　販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度32.6％、当事業年度33.4％、一般管理費に属する費

用のおおよその割合は前事業年度67.4％、当事業年度66.6％であります。

　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
 前事業年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

 当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

配送費 12,558百万円 13,890百万円

貸倒引当金繰入額 0 △0

減価償却費 4,062 4,036

給料手当 19,122 20,308

賞与引当金繰入額 1,740 1,474

退職給付費用 777 749

 

※３　一般管理費に含まれる研究開発費の総額は次のとおりであります。

 
 前事業年度

(自　2024年４月１日
　至　2025年３月31日)

 当事業年度
(自　2025年４月１日
　至　2026年３月31日)

研究開発費 69百万円 21百万円

 
 

※４　固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

車両運搬具 5百万円 －百万円

計 5 －

 
※５　固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

土地 7百万円 －百万円

計 7 －
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※６　固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

建物 2百万円 1百万円

構築物 0 0

機械及び装置 4 6

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 1 1

リース資産（有形） 0 0

ソフトウエア 1 －

ソフトウエア仮勘定 － 0

長期前払費用 1 0

取壊撤去費用等 1 9

計 11 20

 

※７　減損損失

当社は、以下の資産又は資産グループについて減損損失を計上しております。

 

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

　該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

埼玉県北葛城郡杉戸町 遊休資産 機械及び装置 104

当社は、事業用資産については原則として支社又は物流センター単位で、賃貸資産及び遊休資産につい

ては個別物件単位でグルーピングしております。

当事業年度において、当社の保有する資産のうち、今後使用が見込まれない資産について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（104百万円）として特別損失に計上しております。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、その価額は備忘価額により

評価しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式　（注）１ 63,553,485 － 553,485 63,000,000

合計 63,553,485 － 553,485 63,000,000

自己株式     

普通株式　（注）２ 706,796 1,170,600 553,485 1,323,911

合計 706,796 1,170,600 553,485 1,323,911

（注）１．普通株式の発行済株式総数の減少553,485株は、保有自己株式の消却による減少であります。

２．普通株式の自己株式数の増加1,170,600株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得による増加であり

ます。

普通株式の自己株式数の減少553,485株は、保有自己株式の消却による減少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2024年５月13日

取締役会
普通株式 3,079 49 2024年３月31日 2024年５月31日

2024年10月28日

取締役会
普通株式 3,124 50 2024年９月30日 2024年12月２日

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2025年５月12日

取締役会
普通株式 3,392 利益剰余金 55 2025年３月31日 2025年６月２日
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当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
当事業年度期首株
式数（株）

当事業年度増加株
式数（株）

当事業年度減少株
式数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式　（注）１ 63,000,000 － 1,000,000 62,000,000

合計 63,000,000 － 1,000,000 62,000,000

自己株式     

普通株式　（注）２ 1,323,911 881,865 1,000,000 1,205,776

合計 1,323,911 881,865 1,000,000 1,205,776

（注）１．普通株式の発行済株式総数の減少1,000,000株は、保有自己株式の消却による減少であります。

２．普通株式の自己株式数の増加881,865株は、取締役会決議に基づく自己株式の取得881,800株、及び単元

未満株式の買取りによる増加65株であります。

普通株式の自己株式数の減少1,000,000株は、保有自己株式の消却による減少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

2025年５月12日

取締役会
普通株式 3,392 55 2025年３月31日 2025年６月２日

2025年11月４日

取締役会
普通株式 3,503 57 2025年９月30日 2025年12月１日

 

(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

2026年５月11日

取締役会
普通株式 3,830 利益剰余金 63 2026年３月31日 2026年６月１日

 

EDINET提出書類

株式会社ＰＡＬＴＡＣ(E02691)

有価証券報告書

 77/110



（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

  
前事業年度

（自 2024年４月１日
至 2025年３月31日）

当事業年度
（自 2025年４月１日
至 2026年３月31日）

現金及び預金勘定 69,916百万円 83,282百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 － －

現金及び現金同等物 69,916 83,282

 

（リース取引関係）

（借主側）

１．ファイナンス・リース取引

(1）所有権移転外ファイナンス・リース取引

① リース資産の内容

有形固定資産

主としてパソコン及びその周辺機器（工具、器具及び備品）であります。

 

② リース資産の減価償却の方法

「重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方法」」に記載のとおりであります。

 

２．オペレーティング・リース取引

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

（単位：百万円）

 
前事業年度

（2025年３月31日）
当事業年度

（2026年３月31日）

１年内 758 1,663

１年超 2,436 9,438

合計 3,195 11,102
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（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1）金融商品に対する取組方針
当社は、主に化粧品・日用品、一般用医薬品卸売事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な
資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また短期
的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために
利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

 
(2）金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である電子記録債権、売掛金及び未収入金には、顧客及び取引先の信用リスクがあります。
投資有価証券である株式には、市場価格の変動リスクがあります。
営業債務である電子記録債務、買掛金及び未払金は、１年以内の支払期日であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした
先物為替予約取引であります。
なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及びヘッジ有効性評価の方法等につ
いては、前述の「重要な会計方針「７．ヘッジ会計の方法」」をご覧ください。

 
(3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
当社は、取引先との継続取引に伴う債権について、取引先との密な連携体制や社内債権管理の徹底、
さらには取引信用保険の加入等により貸倒発生のリスクを抑える活動を行っております。

 
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業等）の財務状況等を把握し、取引先企
業等との関係を勘案して保有状況を定期的に見直しております。
デリバティブ取引は、「職務権限規則」に基づいて実行されております。当該実行は海外事業本部が
対象としている外貨建金銭債務の範囲内で行っており、毎月金融機関よりデリバティブ取引の実行残高
通知を受領し、実績表との突合にて一致の確認を行っております。また、これらの執行、管理状況につ
いて社内の監査部門が監査を実施しております。

 
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
当社は、各部署からの報告に基づき財務部が適時に資金繰計画を作成・更新することにより、流動性
リスクを管理しております。

 
(4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
 金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用すること

により、当該価額が変動することもあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバ
ティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すも
のではありません。

 
２．金融商品の時価等に関する事項
 貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

 
前事業年度（2025年３月31日）

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券（※２） 25,200 25,200 －

 資産計 25,200 25,200 －

 負債計 － － －

デリバティブ取引（※３） （21） （21） －
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当事業年度（2026年３月31日）

 
貸借対照表計上額
（百万円）

時価（百万円） 差額（百万円）

投資有価証券（※２） 28,863 28,863 －

 資産計 28,863 28,863 －

 負債計 － － －

デリバティブ取引（※３） 27 27 －

（※１）「現金及び預金」、「電子記録債権」、「売掛金」、「未収入金」、「電子記録債務」、「買掛金」
及び「未払金」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものである
ことから、注記を省略しております。

（※２）市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上
額は以下のとおりであります。

区分 前事業年度（百万円） 当事業年度（百万円）

非上場株式 400 489

関係会社株式 159 226

関係会社出資金 126 126

（※３）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる
項目については、（　）で示しております。

 

（注）金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度（2025年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 69,916 － － －

受取手形 21 － － －

電子記録債権 5,549 － － －

売掛金 212,549 － － －

未収入金 16,284 － － －

合計 304,321 － － －

 

当事業年度（2026年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
５年以内
（百万円）

５年超
10年以内
（百万円）

10年超
（百万円）

現金及び預金 83,282 － － －

受取手形 － － － －

電子記録債権 3,350 － － －

売掛金 225,765 － － －

未収入金 16,902 － － －

合計 329,301 － － －
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベル
に分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ
属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

 

　時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

前事業年度（2025年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 25,200 － － 25,200

デリバティブ取引     

通貨関連 － － － －

資産計 25,200 － － 25,200

デリバティブ取引     

通貨関連 － 21 － 21

負債計 － 21 － 21

 

当事業年度（2026年３月31日）

区分
時価（百万円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券     

その他有価証券     

株式 28,863 － － 28,863

デリバティブ取引     

通貨関連 － 27 － 27

資産計 28,863 27 － 28,891

デリバティブ取引     

通貨関連 － － － －

負債計 － － － －

 

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価を
レベル１の時価に分類しております。

 

デリバティブ取引

　為替予約の時価は、金利や為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法により算定してお
り、レベル２の時価に分類しております。
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（有価証券関係）

１．子会社株式、関連会社株式及び関係会社出資金

市場価格のない株式等の貸借対照表計上額

区分
前事業年度
（百万円）

当事業年度
（百万円）

子会社株式 159 166

関連会社株式 － 60

関係会社出資金 126 126

 

２．その他有価証券

前事業年度（2025年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（百万円）

取得原価

（百万円）
差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1）株式 25,112 7,474 17,637

(2）債券    

① 国債・地方

債等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 25,112 7,474 17,637

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1）株式 88 88 △0

(2）債券    

① 国債・地方

債等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 88 88 △0

合計 25,200 7,562 17,637

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 400百万円）については、市場価格がないため、「その他有価証券」には

含めておりません。
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当事業年度（2026年３月31日）

 種類
貸借対照表計上額

（百万円）

取得原価

（百万円）
差額（百万円）

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

(1）株式 28,771 6,724 22,047

(2）債券    

① 国債・地方

債等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 28,771 6,724 22,047

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

(1）株式 92 92 △0

(2）債券    

① 国債・地方

債等
－ － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

小計 92 92 △0

合計 28,863 6,816 22,047

（注）非上場株式（貸借対照表計上額 489百万円）については、市場価格がないため、「その他有価証券」には

含めておりません。

 

３．売却したその他有価証券

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

(1）株式 1,415 1,010 －

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 1,415 1,010 －
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当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

種類 売却額（百万円）
売却益の合計額

（百万円）

売却損の合計額

（百万円）

(1）株式 2,743 1,905 －

(2）債券    

① 国債・地方債等 － － －

② 社債 － － －

③ その他 － － －

(3）その他 － － －

合計 2,743 1,905 －

 

４．減損処理を行った有価証券

当事業年度において減損処理を行い、投資有価証券評価損210百万円を計上しております。

なお、減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合に減損処

理を行っております。また、時価を把握する事が極めて困難と認められる株式については、当該株式の１株

当たり純資産額が取得原価に比べ50％以上下落した場合に、回復可能性を考慮して必要と認められた額につ

いて減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前事業年度（2025年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

為替予約等の
振当処理

為替予約取引     

買建     

米ドル 買掛金 917 － △21

合計 917 － △21

 

当事業年度（2026年３月31日）

ヘッジ会計の方法 取引の種類 主なヘッジ対象
契約額等
（百万円）

契約額等のうち
１年超
（百万円）

時価
（百万円）

為替予約等の
振当処理

為替予約取引     

買建     

米ドル 買掛金 823 － 27

合計 823 － 27
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、総合設立型の企業年金基金制度、規約型企業年金制度及び退職一時金

制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年金制度を設けております。

なお、当社は複数事業主制度の企業年金基金制度に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を

合理的に計算することができないため、要拠出額を退職給付費用として会計処理しております。

 

２．確定給付制度

（1）制度全体の積立状況に関する事項

 （2024年３月31日現在） （2025年３月31日現在）

（東京薬業企業年金基金）   

年金資産の額 186,018百万円 183,749百万円

年金財政計算上の数理債務の額と

最低責任準備金との合計額
156,459 156,539

差引額 29,559 27,209

 

（2）制度全体に占める当社の掛金拠出割合

 （2025年３月31日現在） （2026年３月31日現在）

   

（東京薬業企業年金基金） 5.2％ 5.4％

 

（3）補足説明

前事業年度（2024年３月31日現在）

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高5,197百万円と、当年度剰余金

34,757百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は元利均等償却であり、償却残余期間

は４年10か月であります。

 

当事業年度（2025年３月31日現在）

上記（1）の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高4,213百万円と、当年度剰余金

31,423百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は元利均等償却であり、償却残余期間

は３年10か月であります。

 

（4）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

退職給付債務の期首残高 6,608百万円 6,778百万円

勤務費用 384 379

利息費用 79 81

数理計算上の差異の発生額 △125 △654

退職給付の支払額 △167 △217

退職給付債務の期末残高 6,778 6,368
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（5）年金資産の期首残高と期末残高の調整表

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

年金資産の期首残高 5,736百万円 5,804百万円

期待運用収益 68 69

数理計算上の差異の発生額 △143 306

事業主からの拠出額 248 256

退職給付の支払額 △105 △142

年金資産の期末残高 5,804 6,294

 

（6）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調

整表

 
前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

積立型制度の退職給付債務 4,188百万円 4,007百万円

年金資産 △5,804 △6,294

 △1,616 △2,287

非積立型制度の退職給付債務 2,590 2,360

未積立退職給付債務 974 73

未認識数理計算上の差異 1,457 2,288

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,431 2,362

   

退職給付引当金 3,123 3,208

前払年金費用 △691 △846

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 2,431 2,362

 

（7）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 

前事業年度

（自　2024年４月１日

至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

至　2026年３月31日）

勤務費用 384百万円 379百万円

利息費用 79 81

期待運用収益 △68 △69

数理計算上の差異の費用処理額 △155 △129

その他 403 350

確定給付制度に係る退職給付費用 642 612

（注）「その他」は、企業年金基金制度への掛金支払額等であります。

　確定拠出制度と同様に会計処理する複数事業主制度の企業年金基金への要拠出額は、前事業年度

235百万円、当事業年度249百万円であります。
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（8）年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

 
前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

債券 55％ 55％

株式 26 25

生保一般勘定 10 10

その他 9 10

合計 100 100

 

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率は、現在及び将来予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する資

産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮して決定しております。

 

（9）数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております）

 
前事業年度

（2025年３月31日）

当事業年度

（2026年３月31日）

割引率 1.2％ 2.0％

長期期待運用収益率 1.2 2.0

（注）当事業年度の期首時点の計算において適用した割引率は1.2％でありましたが、期末時点において割引

率の再検討を行った結果、割引率の変更により退職給付債務の額に重要な影響を及ぼすと判断し、割引

率を2.0％に変更しております。

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度191百万円、当事業年度195百万円であります。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
 前事業年度

（2025年３月31日）
 当事業年度
（2026年３月31日）

繰延税金資産    
未払事業税 311百万円 328百万円
賞与引当金 532  512
貸倒引当金 2  2
未払経費 272  261
返金負債 2,234  2,300
退職給付引当金 981  1,010
投資有価証券評価損 305  332
減損損失 201  234
その他 40  52
繰延税金資産合計 4,881  5,034
繰延税金負債    
返品資産 △1,719  △1,769
固定資産圧縮積立金 △3,452  △3,411
その他有価証券評価差額金 △5,556  △6,945
前払年金費用 △217  △266
その他 △395  △418
繰延税金負債合計 △11,341  △12,812
繰延税金資産（負債）の純額 △6,459  △7,777

 
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因
となった主要な項目別の内訳
 前事業年度

（2025年３月31日）
 当事業年度
（2026年３月31日）

法定実効税率 30.6％  30.6％
（調整）    
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.0  0.0
住民税均等割等 0.3  0.3
給与等支給額増加の税額控除 △0.8  －
税率変更による期末繰延税金負債の増額修正 0.2  －
その他 △0.3  △0.3
税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.1  30.6
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（持分法損益等）

該当事項はありません。

 

（資産除去債務関係）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。

 

（賃貸等不動産関係）

重要性が乏しいため、注記を省略しております。
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（収益認識関係）

１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報
 

　商品分類別に分解した売上高は次のとおりであります。
（単位：百万円）

商品分類別の名称

前事業年度

（自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日）

化粧品 281,852 294,682

日用品 525,533 556,457

医薬品 148,152 144,567

健康・衛生関連品 212,329 220,901

その他 20,229 21,237

顧客との契約から生じる収益 1,188,097 1,237,846

 
　販売先業態別に分解した売上高は次のとおりであります。

（単位：百万円）

販売先業態別の名称

前事業年度

（自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日）

当事業年度

（自　2025年４月１日

　至　2026年３月31日）

ドラッグストア 763,785 803,973

ディスカウントストア、スーパーセンター 109,336 116,220

コンビニエンスストア 95,214 102,851

ホームセンター 84,787 85,105

スーパーマーケット 53,131 53,221

ゼネラルマーチャンダイジングストア 40,895 44,234

輸出、ＥＣ企業、その他 40,947 32,240

顧客との契約から生じる収益 1,188,097 1,237,846

（注）その他の源泉から生じる収益はありません。

 

２．顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

　当社は、主に国内外の小売業を主な顧客とし、化粧品・日用品及び一般用医薬品等を販売しております。

　当社では、顧客との販売契約に基づいて商品を引き渡すことを履行義務としており、当該履行義務は、主に

商品を引き渡した時点において支配が顧客に移転して履行義務が充足されると判断しておりますが、国内の販

売において、出荷時から当該商品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷

時に収益を認識しております。

　これらの履行義務に対する対価は、履行義務充足後、概ね３か月以内に受領しており、重大な金融要素は含

んでおりません。

　なお、他の当事者により商品が提供されるよう手配することが当社の履行義務となっている取引について

は、代理人として取引を行っていると判断し、顧客から受け取る対価の総額から仕入先に対する支払額を控除

した純額で収益を算定しております。また、当社が返品に応じる義務を負っている取引については、発生しう

ると考えられる予想返金額を過去の実績を基に算定し、取引価格より控除する方法を用いて収益を算定すると

ともに、返品されると見込まれる商品の対価を「返金負債」として、商品を回収する権利を「返品資産」とし

てそれぞれ認識しております。値引き・リベート等を付して商品を販売する取引については、顧客との契約に

基づき、約束された対価から当該値引き・リベート等、顧客に支払われる対価を控除した金額により収益を算

定しております。
 

３．当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報

　重要性が乏しいため、記載を省略しております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

当社は「卸売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

当社は「卸売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【関連情報】

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

貸借対照表の有形固定資産は、すべて本邦に所在しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー及びそのグループ会社に対して商品の販売等を行っておりま

す。当該顧客グループに対する売上高は、1,321億８百万円であります。

なお、当社は「卸売事業」の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しており

ます。

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略しております。

 

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

 

(2）有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記

載を省略しております。

 

３．主要な顧客ごとの情報

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー及びそのグループ会社に対して商品の販売等を行っておりま

す。当該顧客グループに対する売上高は、1,333億61百万円であります。

なお、当社は「卸売事業」の単一セグメントであるため、関連するセグメント名の記載を省略しており

ます。
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

当社は「卸売事業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

該当事項はありません。

 

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前事業年度（自 2024年４月１日 至 2025年３月31日）

該当事項はありません。

 

当事業年度（自 2025年４月１日 至 2026年３月31日）

該当事項はありません。
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【関連当事者情報】

前事業年度（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）

１．関連当事者との取引

該当事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

株式会社メディパルホールディングス（東京証券取引所に上場）

(2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

 

当事業年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日）

１．関連当事者との取引

該当事項はありません。

 

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

(1）親会社情報

株式会社メディパルホールディングス（東京証券取引所に上場）

(2）重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

 

（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

１株当たり純資産額 4,664.19円 4,963.27円

１株当たり当期純利益 366.46円 358.99円

（注）１.潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２.１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前事業年度

（自　2024年４月１日
至　2025年３月31日）

当事業年度
（自　2025年４月１日
至　2026年３月31日）

当期純利益（百万円） 22,864 22,031

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 22,864 22,031

普通株式の期中平均株式数（千株） 62,392 61,372
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（重要な後発事象）

（重要な設備投資）

当社は、2026年４月27日開催の取締役会において、以下のとおり新物流センターを建設することを決議い

たしました。

 

　(1)設備投資の目的

当社は、長期ビジョン「つなぐ力で人と社会のミライを創る」における取組みの中で、ＳＰＡＩＤモデル

をさらに進化させ、従来比で圧倒的な生産性を目指す次世代型新物流モデルの開発に着手し、物流コンセプ

トの策定、技術開発および基本設計など一連の開発業務に取組み、新物流モデルによるセンター建設（大阪

府貝塚市）を決定いたしました。

 

　(2)設備投資の内容

名称 （仮称）ＲＤＣ貝塚

所在地 大阪府貝塚市

敷地面積 23,690坪

建築面積/延床面積 約7,830坪/約14,980坪

稼働時期 2030年３月予定

投資総額（予定） 349億円

資金計画 自己資金

 

　(3)業績に与える影響

当該物流センターの稼働は2030年３月を予定しているため、2027年３月期の業績に与える影響は軽微であ

ります。

 

（当社親会社である株式会社メディパルホールディングスによる当社株式に対する公開買付けについて）

当社は、2026年５月11日開催の取締役会において、当社親会社である株式会社メディパルホールディング

スによる当社株式に対する公開買付けに関して、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に対し

て公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。

なお、上記取締役会決議は、株式会社メディパルホールディングスが公開買付け及びその後の一連の手続

を経て、当社を株式会社メディパルホールディングスの完全子会社とすることを企図していること、並びに

当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものです。

 

１．公開買付者の概要

（1） 名 称 株式会社メディパルホールディングス

（2） 所 在 地 東京都中央区京橋三丁目１番1号

（3） 代 表 者 の 役 職 ・ 氏 名 代表取締役社長　渡辺　秀一

（4） 事 業 内 容
医薬品、化粧品・日用品、動物用医薬品等の販売やサービス

の提供

（5） 資 本 金 22,398百万円（2025年9月30日現在）

（6） 設 立 年 月 日 1923年５月６日
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（7）

大 株 主 及 び 持 株 比 率

（ 2025 年 9 月 30 日 現 在 ）

（注１）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託

口）
15.11％

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．　（ＡＶ

ＦＣ）　ＲＥ　ＳＩＬＣＨＥＳＴＥＲ　ＩＮＴＥ

ＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ　ＩＮ

ＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　ＶＡＬＵＥ　ＥＱＵＩ

ＴＹ　ＴＲＵＳＴ

（常任代理人　香港上海銀行東京支店　セキュリ

ティーズ・サービシズ・オペレーションズ）

5.08％

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 4.33％

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　

ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５００１

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）

3.16％

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦ

Ｃ）　ＲＥ　Ｕ．Ｓ．　ＴＡＸ　ＥＸＥＭＰＴＥ

Ｄ　ＰＥＮＳＩＯＮ　ＦＵＮＤＳ

（常任代理人　香港上海銀行東京支店　セキュリ

ティーズ・サービシズ・オペレーションズ）

2.91％

小林製薬株式会社 2.47％

ＭＰグループメディセオ従業員持株会 2.41％

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦ

Ｃ）　ＲＥ　ＮＯＮ　ＴＲＥＡＴＹ　ＣＬＩＥＮ

ＴＳ　ＡＣＣＯＵＮＴ

（常任代理人　香港上海銀行東京支店　セキュリ

ティーズ・サービシズ・オペレーションズ）

2.37％

ＳＴＡＴＥ　ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＮＫ　ＡＮＤ　

ＴＲＵＳＴ　ＣＯＭＰＡＮＹ　５０５１０３

（常任代理人　株式会社みずほ銀行決済営業部）

 

1.67％

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦ

Ｃ）　ＲＥ　ＩＥＤＵ　ＵＣＩＴＳ　ＣＬＩＥＮ

ＴＳ　ＮＯＮ　ＬＥＮＤＩＮＧ　１５　ＰＣＴ　

ＴＲＥＡＴＹ　ＡＣＣＯＵＮＴ

（常任代理人　香港上海銀行東京支店　セキュリ

ティーズ・サービシズ・オペレーションズ）

1.54％

（8） 当社と公開買付者の関係

 

資 本 関 係

公開買付者は、2026年３月31日現在、当社株式31,853,485株

（所有割合（注２）： 52.40％）を所有し、当社を連結子会

社としております。

 

人 的 関 係

2026年３月31日現在、当社の取締役13名のうち、代表取締役

社長が公開買付者の取締役を兼務しており、加えて、１名が

公開買付者の出身者です。

 

取 引 関 係

公開買付者グループに属する会社との間で、通常の事業取引

として、商品の販売及び仕入を行っております。また、団体

保険を公開買付者グループ一括で運用しており、当社はその

負担分を支払うとともに、当該保険契約に基づき、保険金等

を受取しております。

 関 連 当 事 者 へ の

該 当 状 況

公開買付者は当社の親会社であり、公開買付者と当社は相互

に関連当事者に該当します。

（注１）「大株主及び持株比率（2025年９月30日現在）」は、公開買付者が2025年11月13日に提出した第

117期半期報告書の「大株主の状況」より引用しております。

（注２）「所有割合」とは、2026年３月31日現在の当社の発行済株式総数（62,000,000株）から、同日現在

の当社が所有する自己株式数（1,205,776株）を控除した株式数（60,794,224株）に対する割合

（小数点以下第三位を四捨五入しております。）をいいます。以下、所有割合の記載について他の

取扱いを定めない限り同じとします。
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２．買付け等の概要

公開買付けの目的 完全子会社化

買付け等の期間
2026年５月12日（火曜日）から2026年７月７日（火曜日）まで

（41営業日）

買付け等の価格 普通株式１株につき、金6,650円

買付予定数の下限 8,676,100 (株)（注３）

買付予定数の上限 ―(株)

（注３）当該買付予定数の下限について、買付け等を行った場合における買付け等後の株券等所有割合は

66.67％となります。
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⑤【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
（百万円）

当期償却額
（百万円）

差引当期末
残高
（百万円）

有形固定資産        

建物 79,755 324 7 80,072 37,224 2,800 42,848

構築物 5,920 3 1 5,922 4,613 232 1,309

機械及び装置 56,831 1,414
145

(104)
58,101 41,027 2,630 17,073

車両運搬具 1,342 104 70 1,376 1,204 70 171

工具、器具及び備品 2,379 282 213 2,449 1,855 132 593

土地 46,748 － － 46,748 － － 46,748

リース資産 597 269 179 687 254 154 432

建設仮勘定 18 721 642 97 － － 97

有形固定資産計 193,593 3,120
1,259

(104)
195,454 86,178 6,021 109,275

無形固定資産        

特許権 － － － 254 225 31 28

ソフトウエア － － － 1,170 608 199 562

ソフトウエア仮勘定 － － － 44 － － 44

電話加入権 － － － 84 － － 84

その他 － － － 37 23 2 14

無形固定資産計 － － － 1,591 857 233 734

長期前払費用 1,010 24 81 953 397 110 555

（注）１．「当期増加額」のうち、主なものは次のとおりであります。

　ＦＤＣ神奈川新設による増加 機械及び装置 333百万円   

　ＲＤＣ滋賀新設による増加 機械及び装置 485百万円   

２．建設仮勘定の減少額は、本勘定への振替であるためその主な内容の記載を省略しております。

３．無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少

額」の記載を省略しております。

４．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失の計上額であります。
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【社債明細表】

　該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

１年以内に返済予定のリース債務 117 169 － －

リース債務（１年以内に返済予定のも

のを除く）
232 306 －

2027年４月30日

～

2032年６月29日

その他有利子負債

預り保証金
401 402 1.82 －

合計 751 879 － －

（注）１．平均利率については、期末借入金等残高に対する加重平均利率を記載しております。

２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を

貸借対照表に計上しているため記載しておりません。

３．リース債務（１年以内に返済予定のものを除く）の貸借対照表日後５年間の返済予定額は次のとおりであり

ます。

 
１年超２年以内
（百万円）

２年超３年以内
（百万円）

３年超４年以内
（百万円）

４年超５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

リース債務 155 110 33 5 0

４．その他有利子負債の「預り保証金」は営業取引保証金であり、営業取引の継続中は原則として返済を予定し

ていないため、「返済期限」及び貸借対照表日後５年間の返済予定額については記載しておりません。

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 7 2 0 2 6

賞与引当金 1,740 1,626 1,740 － 1,626

（注）当期減少額のうち、目的使用以外の減少額

貸倒引当金 洗替による戻入額 ２百万円

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末におけ

る負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略

しております。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

①　現金及び預金

区分 金額（百万円）

現金 7

預金  

当座預金 82,788

普通預金 481

別段預金 4

小計 83,274

合計 83,282

 

②　電子記録債権

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

イオンリテール株式会社 2,484

イオンビッグ株式会社 309

イオン九州株式会社 126

株式会社ナフコ 110

株式会社ジュンテンドー 64

その他 255

合計 3,350

 

(ロ）期日別内訳

期日別 金額（百万円）

2026年４月 2,062

５月 1,253

６月 34

合計 3,350
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③　売掛金

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

スギホールディングス株式会社 24,687

株式会社ＭＣＣマネジメント 16,413

株式会社トライアルカンパニー 12,668

株式会社クスリのアオキ 11,517

株式会社ローソン 10,636

その他 149,842

合計 225,765

 

(ロ）売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
（百万円）

当期発生高
（百万円）

当期回収高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

回収率（％） 滞留期間（日）

(A) (B) (C) (D)

 
(C)
 ×100

(A)＋(B)
　

 
 (A)＋(D)

 
 

 ２
 

 

 (B)
 

 

 365  
　

212,549 1,337,779 1,324,562 225,765 85.4 59.8

 

④　商品及び製品

品目 金額（百万円）

商品  

化粧品 13,975

日用品 23,251

医薬品 7,047

健康・衛生関連品 9,817

その他 86

合計 54,179

 

⑤　投資有価証券

銘柄 金額（百万円）

株式会社クリエイトＳＤホールディングス 5,723

株式会社トライアルホールディングス 5,040

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 3,910

イオン株式会社 2,604

ライオン株式会社 2,262

その他 9,811

合計 29,353
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⑥　電子記録債務

(イ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

ロート製薬株式会社 3,813

Ｐ＆Ｇジャパン合同会社 3,610

株式会社明色化粧品 479

ハウス食品株式会社 399

日本臓器製薬株式会社 345

その他 1,774

合計 10,422

 
(ロ）期日別内訳

期日別 金額（百万円）

2026年４月 6,592

５月 3,099

６月 344

７月 297

８月 73

９月 14

合計 10,422

 
⑦　買掛金

相手先 金額（百万円）

小林製薬株式会社 19,813

ライオン株式会社 8,979

第一三共ヘルスケア株式会社 7,461

株式会社ハピネット 6,661

アース製薬株式会社 5,058

その他 120,429

合計 168,404
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⑧　未払金

相手先 金額（百万円）

株式会社ローソン 1,627

スギホールディングス株式会社 1,362

株式会社ＭＣＣマネジメント 1,302

株式会社クスリのアオキ 1,131

ウエルシア薬局株式会社 943

その他 17,059

合計 23,426

 

（３）【その他】

当事業年度における半期情報等

 中間会計期間 当事業年度

売上高（百万円） 625,135 1,237,846

税引前中間（当期）純利

益（百万円）
16,079 31,758

中間（当期）純利益（百

万円）
11,137 22,031

１株当たり中間（当期）

純利益（円）
180.69 358.99
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 －

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 100株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

（特別口座）

大阪市中央区伏見町三丁目６番３号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　大阪証券代行部

株主名簿管理人

（特別口座）

東京都千代田区丸の内一丁目４番５号

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

取次所 ――――――――

買取手数料 無料

公告掲載方法

当会社の公告方法は、電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由によって電

子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

公告掲載URLは次のとおり。https://www.paltac.co.jp/

株主に対する特典 該当事項はありません。

（注）当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第２項各号に掲げる権利、取得請求権付株式の取得を

請求する権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利以外の

権利を有しておりません。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

　当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２【その他の参考情報】

　当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

（1）有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第97期）（自　2024年４月１日　至　2025年３月31日）2025年６月20日関東財務局長に提出

（2）内部統制報告書及びその添付書類

2025年６月20日関東財務局長に提出

（3）半期報告書及び確認書

（第98期中）（自　2025年４月１日　至　2025年９月30日）2025年11月13日関東財務局長に提出

（4）臨時報告書

2025年６月20日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨

時報告書であります。

（5）自己株券買付状況報告書

2025年９月10日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。

2025年10月10日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。

2025年11月10日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。

2025年12月10日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。

2026年１月９日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。

2026年２月10日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。

2026年３月10日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。

2026年４月10日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。

2026年５月13日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。

2026年６月１日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の６第１項に基づく自己株式の取得における自己株券買付状況報告書であります。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  

 
 

 2026年６月19日

株式会社ＰＡＬＴＡＣ  

 取締役会　御中  

 

 有限責任 あずさ監査法人  

 大阪事務所  

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 洪　　性禎

 

 
指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士 江﨑　真護

 
 

＜財務諸表監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる株式会社ＰＡＬＴＡＣの2025年４月１日から2026年３月31日までの第98期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照

表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表に

ついて監査を行った。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

ＰＡＬＴＡＣの2026年３月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フロー

の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における

当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫

理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立してお

り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な

監査証拠を入手したと判断している。

 

強調事項

　注記事項（重要な後発事象）に記載されているとおり、会社は2026年５月11日開催の取締役会において、支配株主（親

会社）である株式会社メディパルホールディングスによる会社の普通株式に対する公開買付けに賛同の意見を表明すると

ともに、会社の株主に対して、本公開買付けへ応募を推奨することを決議した。なお、上記取締役会決議は株式会社メ

ディパルホールディングスが本公開買付け及びその後に予定された一連の手続を経て、会社を完全子会社化すること及び

会社株式が上場廃止となることを予定して行われたものである。

　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

 

監査上の主要な検討事項

　監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると

判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対

応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

EDINET提出書類

株式会社ＰＡＬＴＡＣ(E02691)

有価証券報告書

107/110



 

大型物流センターに関する固定資産の減損の兆候判定の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由 監査上の対応

　株式会社ＰＡＬＴＡＣは、事業の持続的成長に向けた物

流機能の充実・拡大を目的に、全国に大型物流センター

（以下「ＲＤＣ・ＦＤＣ」という。）を継続して建設して

いることから、多くの固定資産を保有し、その残高は年々

増加している。当事業年度の貸借対照表において、主要な

ＲＤＣ・ＦＤＣに関連した固定資産が99,213百万円計上さ

れており、総資産の19％を占めている。

　財務諸表注記「重要な会計方針　４．固定資産の減価償

却の方法」に記載のとおり、これらの固定資産は規則的に

減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合に

は、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッ

シュ・フローの総額と帳簿価額とを比較することによっ

て、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。なお、

減損の兆候には、継続的な営業赤字、市場価格の著しい下

落、経営環境の著しい悪化及び用途変更が含まれる。ま

た、減損の兆候判定に際しては、ＲＤＣ・ＦＤＣを管轄す

る支社を独立した資産又は資産グループとして判定を実施

している。

　当事業年度において経営者は、ＲＤＣ・ＦＤＣに関する

固定資産に減損の兆候は認められないと判断しているが、

以下の理由から、経営者が固定資産の減損の兆候判定を誤

るリスクがあり、ＲＤＣ・ＦＤＣに関する固定資産の金額

的重要性を鑑みると利益への影響が多額となる可能性が高

い。

●継続的な営業赤字の有無の判断に当たり、支社間の出荷

作業の移管（以下「出荷移管」という。）やＲＤＣ・Ｆ

ＤＣの新設・廃止、支社の統廃合による影響が支社の損

益計算に適切に反映されない可能性がある。

●用途変更の有無の判断に当たり、ＲＤＣ・ＦＤＣを継続

して建設していることから、既存のＲＤＣ・ＦＤＣの売

却・廃止が決定された事実等が網羅的に把握されない可

能性がある。

　以上から、当監査法人は、ＲＤＣ・ＦＤＣに関する固定

資産の減損の兆候判定の妥当性が、当事業年度の財務諸表

監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事

項」に該当すると判断した。

　当監査法人は、ＲＤＣ・ＦＤＣに関する固定資産の減損

の兆候判定の妥当性を評価するため、主に以下の監査手続

を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

　固定資産の減損の兆候判定に関連する内部統制の整備及

び運用状況の有効性を評価した。

 

(2) 継続的な営業赤字の有無の判断についての検討

　経営者による継続的な営業赤字の有無の判断に利用され

た支社の損益実績に関して、主に以下の手続を実施した。

●支社間の出荷移管やＲＤＣ・ＦＤＣの新設・廃止、支社

の統廃合による影響が適切に反映されていることを確認

するため、各支社の損益実績の推移分析を実施して経営

者に対して質問したほか、各会議体議事録等の関連資料

を閲覧した。

●支社の損益実績の信頼性を評価するため、ＩＴシステム

から出力された部門別損益計算書との整合性を確認し

た。

●ＩＴシステムから出力された部門別損益計算書に支社間

の出荷移管が適切に反映されていることを確認するた

め、ＩＴシステムに登録されている出荷データの支社情

報と出荷移管の一覧や配送実績等の関連資料との整合性

を確認した。

 

(3) 用途変更の有無の判断についての検討

　経営者による用途変更の有無の判断に当たり、ＲＤＣ・

ＦＤＣの売却・廃止などの関連する全ての情報が適切に反

映されていることを確認するため、経営者に対して質問し

たほか、各会議体議事録等の関連資料を閲覧した。

 

その他の記載内容

　その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者

の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報

告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

　当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内

容に対して意見を表明するものではない。

　財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財

務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要

な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告す

ることが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評

価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ

る場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな

いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ

る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影

響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家とし

ての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立

案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査

証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関

連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け

る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚

起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見

を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか

とともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を

適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項

を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されて

いる場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合

理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
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＜内部統制監査＞

監査意見

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ＰＡＬＴＡＣの2026

年３月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

　当監査法人は、株式会社ＰＡＬＴＡＣが2026年３月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の

内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務

報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制

監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監

査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

　なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

 

内部統制監査における監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにあ

る。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を

通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。

内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用さ

れる。

・財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統

制報告書の表示を検討する。

・内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、内部

統制の監査を計画し実施する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識

別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項につ

いて報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

＜報酬関連情報＞

　当監査法人及び当監査法人と同一のネットワークに属する者に対する、会社の監査証明業務に基づく報酬及び非監査業

務に基づく報酬の額は、「提出会社の状況」に含まれるコーポレート・ガバナンスの状況等(３)【監査の状況】に記載さ

れている。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　　上

　（注）１．上記の監査報告書の原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
 

EDINET提出書類

株式会社ＰＡＬＴＡＣ(E02691)

有価証券報告書

110/110


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２沿革
	３事業の内容
	４関係会社の状況

	第２事業の状況
	１経営方針、経営環境及び対処すべき課題等
	２サステナビリティに関する考え方及び取組
	３事業等のリスク
	４経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
	５重要な契約等
	６研究開発活動

	第３設備の状況
	１設備投資等の概要
	２主要な設備の状況
	３設備の新設、除却等の計画

	第４提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	①ストックオプション制度の内容
	②ライツプランの内容
	③その他の新株予約権等の状況

	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）発行済株式総数、資本金等の推移
	（５）所有者別状況
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２自己株式の取得等の状況
	株式の種類等
	（１）株主総会決議による取得の状況
	（２）取締役会決議による取得の状況
	（３）株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容
	（４）取得自己株式の処理状況及び保有状況


	３配当政策
	４コーポレート・ガバナンスの状況等
	（１）コーポレート・ガバナンスの概要
	（２）役員の状況
	（３）監査の状況
	（４）役員の報酬等
	（５）株式の保有状況

	５従業員の状況等
	（１）人材戦略に関する基本方針等
	（２）従業員の状況


	第５経理の状況
	１財務諸表等
	（１）財務諸表
	①貸借対照表
	②損益計算書
	③株主資本等変動計算書
	④キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報
	関連情報
	報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
	報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
	報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
	関連当事者情報

	⑤附属明細表
	有形固定資産等明細表
	社債明細表
	借入金等明細表
	引当金明細表
	資産除去債務明細表


	（２）主な資産及び負債の内容
	（３）その他


	第６提出会社の株式事務の概要
	第７提出会社の参考情報
	１提出会社の親会社等の情報
	２その他の参考情報


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

